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｢とはずがたり｣年立の再編成*

-｢とはずがたり｣異説　その1-

宮　　内　　三二郎

A Study on Towaそugatan

Sanj iro Miyauchi
●　●

序

I

｢とはずがたり｣の年立は,現在までに数種発表されており(玉井幸助｢問はず語り研究大成｣,

次田香澄｢とはずがたり｣ ((日本古典全書)),冨倉徳次郎｢とはずがたり｣ ((筑摩叢書)),松本寧至

｢とはずがたりの研究｣｡なあ　呉竹同文会｢とはずがたり仝釈｣のそれは未見),それらは,大筋が

ほとんど合致していて,本書の年立の基本線がすでに確立されていることを思わせる｡

しかし,そこにはなおいくつかの未解決の問題が残されている｡たとえば,年立に弘安4または

5年以降のこととされている巻3に,作者の外祖父四条隆親が2回登場し,そのうち1回は作者二

条に,院の御所からの退去方を申し渡すという重要を役柄を演じているが, ｢公卿補任｣によれば

彼はすでに弘安2年9月6日に没している｡そして,これについての年立の作製者の解釈は,結局

作者の虚構ということに落ち着いているようである｡一体に,年立におけるこの種の矛盾は,とか

く虚構ということで説明されていることが多い.私は本書における虚構そのものの存在を決して否

認する者ではをく,むしろその反対であるが,矛盾を虚構に帰着させるには,よほどの慎重さと,

納得の行く合理的を説明が必要だと思うし,上の例の場合をどは,それが二つをがら必ずしも十分

では覆いように感じている｡

また,私が検討したところでは,諸年立には,いくつかの史実の見落しがあり,史実を重んずる

かぎり,か覆り大巾の修正を加える必要があると思われる｡そのうちの主をものを挙げると次のと

おりである｡ (巻番号のほかに, ｢岩波文庫｣本の章節番号を使用した｡以下すべて同じ)｡

I.巻2,37節の, ｢かくてやよひのころにも覆りぬるに,例の後白河院の御八講にてあるに,六条

殿長講堂は夜ければ,正親町の長講堂にてかこをはる･･-･･･-｣と, 39節の, ｢まことや,六条殿

の長講堂つくりたてて,四月に御わたまし---｣は,いずれも建治元年(1275)の記事とされ

ているが,建治元年には｢正親町の長講堂｣をるものは存在しなかった.それは弘安2年(1279)

にはじめて出現した｡また,建治元年3月には, ｢六条殿長講堂｣の,すくなくとも建物は,六

*1974年10月29日　受理
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粂西洞院の地にすでに出来上っていたであろう｡

六条殿長講堂は文永10年(1273)10月に焼亡したが,もとの六条西洞院に再建されて建治元年
●   ●   ●   ●   ●

4月に堂供養が行われた｡しかし建治3年(1277) 7月に再度焼亡し,弘安2年に正親町高倉に
●   ●   ●   ●   ●   ●

移建完工し,その3月9-17日には｢長講堂後白河院御八講｣が営まれた.これが, 37節にい
●   ●   ●

う｢正親町の長講堂｣であり,また39節にいうl~六条殿の長講堂｣である｡ (正親町に移建さ

れたのちも｢六条殿長講堂｣と呼ばれ,これがむしろ正式の呼称であった)0

37節の, ｢例の後白河院の御八講にてあるに,六条殿長講堂は夜ければ,正親町の長講堂に

ておこ夜はる｣は,<前々年((建治3年))までは後白河院御八講は,六条西洞院の六条殿長講

講堂で行われていたが,それが焼けてしまってもう覆いので,この年((弘安2年))できた正親

町の長講堂で行われた>,という意味で言ったものと解される｡

夜お､,この正親町高倉の長講堂を,正親町東洞院に以前からあった｢正親町殿｣と混同して
●   ●                                            ●   ●   ●

は怒らをい｡また, 39節の, ｢四月に御わたまし----｣の｢四月｣は,作者の記憶ちがいか,

または意図的を｢脱化｣によるであろう. (｢増鏡｣もこの｢御わたまし｣を弘安2年ごろのこととし

ている｡)

2.巻2, 38節の, ｢さるほどに両院御夜か,心よからぬ事,あしく東ざまに思ひまゐらせたると

いふ事きこえて,この御所-新院御幸あるべLと申さる｡かかり御らんぜらるべLとて,御ま

りあるべLとてあれば,･･-･-｣は,建治元年3月の記事とされている｡

だが,後採草･亀山両院の不和は,まさに建治元年の3月のころに絶頂に適したのであって,

同年4月9日,後採草院は太上天皇の尊号や兵枚の返上を申し出て,出家を決意したほどであ

った｡幕府がこれをなだめ,後探草院の皇子を東宮に立てたのは,同年11月のことで,これに
●   ●   ●   ●

よってようやく両院和解の緒日がつくられたのである｡後探革院が尊号･兵枚等の返上の挙に

出た4月9日のあたかもその頃に,両院和解のための催しが行われた,とはとうてい思えをい｡

それは,はやくても同年11月以降のことで夜ければ覆らない｡
●   ●   ●   ●   ●   ●

また, 38節では,蹴鞠に東宮も出御しているから,この記事が建治元年11月以後のことであ
●   ●   ●   ●

ることはたしかである｡ (次項でも述べるが,通説では, 41節の両院同道の伏見御所御幸も同
●   ●   ●   ●

年9月であったことに覆っているが,これについても上と同様のことが言える)｡

他方, ｢続史愚抄｣を検すると,両院の和解のための催しや,両院同座の行事がしきりに行

われたのは,弘安2年から同3年-かけてのころであったようで,殊に｢昔続記｣によれば,

弘安2年4月10日に,亀山院が後深草院の富小路殿に事し,蹴鞠が行われている｡

現行の年立では,以上の諸点が不問に付せられているようである｡

3.巻2, 41節の｢-･･-･･御花はてて,松とりに伏見の御所-両院御幸をるに-･･･-｣と,46節の
●   ●   ●   ●   ●

｢･･--･･またこの御所御まけ,伏見殿にてあるべLとX-　--｣, 50節の｢-･･･-･伏見殿-いら
蝣�"�"�"�"�"

せおはしますと"｣�"　-･｣, 53-56節の伏見殿御幸は,年立では, 41節は建治元年, 46, 50,�"�"�"�"�"

53-56節は建治3年の記事とされている｡
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だが, ｢勘仲記｣の弘安元年11月28日の条によれば,伏見御所は,弘安元年の数年前に焼失し,
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

弘安元年に再建されて11月8日移徒御幸, 28日愛染王堂供養が行われた｡したがって建治元年

はともかくとして,建治3年(弘安元年の前年)には,再建着工以前か,またはせいぜい工事

がはじまったころであって,院の御幸はあり得をい｡上記の諸章節に,しきりに伏見御幸･御

遊が出てくるところをみると,それらは,弘安元年末に完成した新造離宮-,弘安2年に行わ

れたものでは夜かったかと推測される｡

伏見御所が文永末か建治年間のころに焼亡して,弘安元年末に再建竣工した,というこの史

実は, ｢とはずがり｣の年立にとって,ゆるがせにできをいものであろう｡

(夜お,上記41節は, ｢九月には御花,六条殿の御所のあたらしきにて,はえばえしきに,新
�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"a�"

院の,御幸さへ覆りて･･･--御花はてて,松とりに伏見の御所-両院御幸なるに　-･｣,とい
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●                                                        ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

うものであるが,前述((2))のように,両院の和解のための御幸･御遊の行われたのが,建治

のころでなくて弘安2年のころであったとすれば, ｢六条殿の御所のあたらしきにて｣とは,

弘安2年に正親町高倉に移建新造された六条殿御所を指すとみるほかは覆いことに覆り,また

したがって,この41節の両院御幸も,弘安元年11月再建の伏見御所-の御幸で,しかもまさし

く弘安2年の御幸であったことになる｡結局, t弘安元年11月には伏見殿が,翌年2, 3月のころ

には六条殿((および長講堂))が,あいついで再建峻工したのであって,この両御所で,弘安2

年に,両院が交歓した,ということに覆る)｡

4.巻2, 48節の, ｢さるほどに,四月のまつりの御桟敷のこと,兵部卿,用意して両院御幸なす

をどひしめくよしも,耳のよそに伝-ききしほどに,おをじ四月のころにや,内･東宮の御元服

に----｣,という記事は,現行の年立では, r内･東宮の御元服に----｣以下の記事内容に

よって,建治3年のこととされている｡

ところが｢勘仲記｣によれば, ｢兵部卿｣すなわち四条隆親が,賀茂祭の桟敷殿の雑草を承

ったのは,弘安2年4月であった｡上の記事は,この弘安2年4月のことを指すに相違をい｡

そして, ｢内･東宮の御元服｣云々は,或る過去の(弘安2年から言って)事柄のいきさつを説

明した括人文であって,記事内容の時点を示すものではない｡

以上の諸点については,本論中で再述するが,これまで述べてきたところからしても,現行の年

立に,建治元年から同3年までの記事とされている巻2の大部分は,I実は弘安2年の1年間の記事

であろうと判断される｡

およそ｢とはずがたり｣は,いわゆる｢日記文学｣作品であって,純然たる日記や記録や伝記で

もをく,またたとえば｢源氏物語｣のようを純然たる小説でもをく,いわばその両者の性格を併せ

持っていて,作者白身の過去の経験をもっぱら素材とする自叙伝的回想録である一方では,或る一

定の構想にもとづき,素材を適宜取捨し,或る程度自由に潤色を加えて-篇に構成したものとみら

れ,素材の,事実としての時間的順序を,多少前後入れ替えて叙述したりするというようをことも
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あったのではをいか,と思われるから,その年立の作製にはいろいろ困難がある｡つまり,本書の

場合,作品の素材とされた客観的を史実や作者の経験そのものの年立と,史実･経験を素材として

構成された作品の内容の年立とは,必ずしも合致するとはかぎらず,したがって一元的を<｢とは

ずがたり｣の年立>というものが,はたして作られ得るかどうかは,か覆り疑問である｡

本書の年立を最初に作製されたのは,故玉井幸助博士であったようであるが(｢『とはずがたり』

の年立_I,昭和35年1月-｢間はず語り研究大成｣所収),諸書の年立は,いずれもこれを基礎と

し,または多少とも参考として作られたと思われる｡玉井氏が,年立を作るに当ってその基準とさ

れたのは,

｢本書の本文記事中の,

1.作者白から年月日を記しているところ

2.作者白から記している作中人物の年齢,年忌

3.作中の記事で,その年月が正史の上で明らかをもの｣

の3ヶ条であったが(｢大成｣ 566ページ),上述の点からすれば,この3ヶ条を基準として作られる年

立は,作品素材の年立と,作品内容の年立との混成年立となるように思われ,そこには両者のくい
●   ●   ●   ●

ちがいによって一元的を統一が得られをく覆る可能性がある｡

まず,第1条については,その年月日を,史実としての年月日のどこに合わせるかは,必ずしも

容易に決定でき覆い｡｢とはずがたり｣全篇を通じて,それを自明的に決定できるのは,巻1の9,

14節の,年号を明記した｢文永九年二月十七日. (後嵯峨院崩)と, ｢文永九年八月三日｣ (作者の

父･申院雅忠尭)の2個所だけであって(この2点は史実に合致する),その他は一切年号の記載

がなく(それがをくても,史実に照合することの可能をものもあることはたしかであるが), ｢年も

くれぬ｣･｢年もか-りぬ｣･｢ことし｣･｢こぞ｣･｢をととし｣･｢またの年｣等の表現で,時の経過が

示されているにすぎない｡ 1年内の季節や月の移り行きも, ｢年か-りぬれば｣-｢きさらぎのをか

ば｣-｢うづさのつごもりJ-｢み夜づきのころ｣-｢秋のすゑつかた｣-｢ことしもくれぬ｣,というぐ

あいに示されている｡

これらは,作品内容の年立にとっては問題のないところであるが,素材(史実)の年立というこ

とになると,そこには作者の記憶の誤りや,構想･構成上の虚構の可能性を予想し夜ければならず,

無条件に基準とするわけには行かをい｡それらは,上掲の第3条や,たとえば懐妊-着帯-出産と

いうようを記事内容の必然的を連続関係による裏付けを倹ってはじめて確実をものと覆る｡たとえ

ば,或る章節が, ｢年明けぬれば----｣と書き出され,その前の章節の年末ごろの記事を承けて

いるようにみえていても,実は翌々年の記事であったり,同年中の夏から秋-の移り行きのように

みえていても,事実としては或る年の夏の出来事を記した次に別の年の秋の出来事を記したりする,

というようをことも,作品の構成上は有り得をいことではあるまい｡事実, ｢とはずがたり｣の作

者は,その種の操作をか覆りしばしば意図的に行なったようである｡

つぎに第2条についてみても,上と同様であって,たとえば作中の作者の年齢は,父雅忠の没し
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た文永9年に15才であったとされ,作中では他の時期における年齢もよくこれに合わせて統一され

ており(たとえば後採草院の33才のとき,す夜わち建治元年には作者は18才であったとされてい

る),作品内容の年立としては全く問題は覆い｡しかし,はたして実際にも作者は文永9年に15才,

建治元年に18才であり,従って正嘉2年(1258)に生れたのであるかどうかは,確実には言えないの

である｡父雅忠の場合は,弟時50才とされているが,轟年月日( ｢文永九年八月三日｣)は正確に史

実に合致しているにもかかわらず, ｢公卿補任｣に記す45才または48才(建長5年から正嘉2年ま

では雅忠の年齢の記載がをく,その前後では年齢に3才のズレがある)に合わをい｡ ｢公卿補任｣の
●   ●

記載を絶対視するわけでは覆いが,この雅忠の没年齢50才と,その時の作者白身の年齢15才がしき

りに強調されているところをみると,作者は,本書の執筆の当初から,文永9年の前後における自

分の年齢を,実際よりも2, 3才少をくサバをよむ必要を感じていて(或る重大を事実を秘匿する
●   ●

ために),文永9年の父の菱時の年齢50才,その時の自分の年齢15才,という切れのいい年齢数を
●   ●

設定したのではをいか,とも臆測される｡いずれにしても｢作者白から記している作中人物の年齢,

年忌｣は, ｢作者白から記している｣ものであるだけに,いっそう素材(史実)上の年立の｢基準｣

とするには不適当なのではなかろうか.

以上のようにみてくると,先に挙げた現行の年立のいくつかの難点は,その大部分が,素材的を

データと内容的なデータとの両方からする混成年立であるところから生じたものであるように思わ
●    ●

れる｡そこで私は,本書の年立の再編成をこころみるに当って,前記の玉井氏の挙げられた基準の

第3のもの,す夜わち, ｢作中の記事で,その年月が正史の上で明らかをもの｣,だけを基準とし,

第1,第2にぞくするデータは,その年月日や年齢が,記事内容の接続関係に明瞭に対応している

場合にのみ補助データとして探用する｡という方法をとることにしたい｡

Ⅰ.巻1(1^-32)

1. 9-21節

巻1の年立の基準とすべきものは,まず第1に,前述の, 9節の後嵯峨法皇崩御｢文永九年二月

十七日｣ ｢御年五十三｣と, 14節の作者の父中院雅忠没｢文永九年八月三日｣, 15節の京極院崩,文

永9年8月9日である｡これを基準として,記事内容の連続関係(法皇崩御の前後｡雅忠の死の前

後｡懐妊に伴う作者の動静)によって, 9節から21節までは文永9年(1272)の丸1年間の出来事を

記すものであることが知られる｡

2. 22-26節

26節の後段に, ｢----この秋のころにや, ----･東の御方の御はらの若宮,位にゐ給ひぬれば

･---｣とあり,後採草院の皇子照仁親王の束官立坊は,建治元年(1275)11月5日であったから,

記事内容の連続関係(作者の懐姫-出産-産後の経過)からみて, 22-26節は建治元年末までの
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

丸2年間の出来事の記事であることがわかる｡

ところが, 21節は文永9年末の記事であったから,そこから26節の建治元年末までは,文永10,
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ll,建治元,と3ヶ年の時が経過しているわけである｡したがって, 22-26節の記事内容の2ヶ年

徳,文永10, 11年の2ヶ年か,文永11,建治元の2ヶ年か,文永10,建治元の2ヶ年か,または3

ヶ年のどこか或る年の春の記事に翌年の夏の記事をつなぐといったようを叙述の仕方をした結果生

じた2ヶ年をのか,決定できない｡またしたがって, 22-26節は,文永10年から建治元年までの3
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

ケ年間の記事であると言うにとどめをければ怒ら覆い｡
●   ●   ●

この22-26節は,作者の,後採草院皇子の出産とその死(翌年), r雪の曙｣との間にできた女子

の出産とその子の処置,を述べた記事を含んでいるのであるが,作者はこれをあくまでも連続した

2ヶ年の出来事として書いているのであるから,ここには明らかに作者の意図的を作為があるわけ

である｡その作為の動機が何であったかは,夜か夜か付度しにくいけれども,作為の事実そのもの

徳,はっきり認めておかなければ怒ら覆い｡

なお,この22-26節の記事の年時の徴証であるようにみえる一つの記事がある｡ 24節の冒頭に,

としかへりぬれば,いつしか六条殿の御所にて,経衆十二人にて如法経かかせらる｡こぞの夢

をごりお､ほしめし出でられて----二iUヨより御ゆびの血をいだして,御手のうらをひるが-して

法華経をあそばすとて,ことしは正月より二月トヒ臼までは御精進なりとて,御けいせレ､などい

ふ御さた,たえてなし｡さる程に,二月の末つ方より心ち例覆らず覚えて,物もくはず--･-

という一節があって,この年の作者の懐唯が,後採草院の胤を宿したものでは覆いことを読者に

示すための一文であり,史実そのものに重点が置かれているわけでは覆いとみられるが,これは,

｢続史愚抄｣の文永11年五三月と2月り粂下に,

((正月)) ゝ ゝ日モミ｡本院事六条殿奉為後嵯峨院.法華経被染窺筆｡

((二月))十七日甲子｡後嵯峨院三回聖忌｡一院兼事長講堂被行御仏事｡　　　　　　　.

とあるのがそれであるようにみえる｡｢こぞの夢_｣云々も,文永10年5月の,亀山天皇による後

院設置の挙を指すらしく思われる｡だがこの｢続史愚抄｣の記事は, ｢増鏡｣だけを典拠とするも

のであって,この文永11年のきわめて重要を史実は,他にこれを録したものが覆いのである(現存

の｢昔続記.も｢勘仲記.ち,文永11年の部分を欠いているという点もあるが)｡そして当の｢増鏡,

革まくら｣の,これに該当する記事は,ほかならぬ｢とはずがたり｣の上記の記事を資料として,

これを潤色したものであることが明らかである( ｢増鏡｣の引用は省略する)｡

その上,何よりも決定的をことには,後深草院が其処で血書の法華経書写をしたという六条殿と

同長講堂は,文永11年正月には存在し夜かったのである｡六条殿･同長講堂は,序論中で触れたよ

うに,文永10年10月12日(す夜わち文永11年正月の3ケ月前)に焼亡し,建治元年4月のころ(チ

なわち文永11年の翌年)にようやく再建峻工した｡文永10年の火災は, ｢千時烈風之間,所残不一

准者｣ (｢続史愚抄｣)という大火であったから,玉井氏の, ｢全部焼失したのではをく,一部分空殿

となって残っていたものと思われる｣(｢大成｣106ページ)という想像は,おそらく当らない｡そこで,

後採草院の法華経血書々写は,それが実際に行われたとしても,文永11年の1, 2月のことではな

かった,と断定できよう｡
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それではそれは何時のことであったのか｡建治元年4月の六条殿長講堂の再建以後も,それらし

いものは記録には全く見られない｡第一,院の血書写経というような異例の挙の動機となるようを

険悪を状況-後嵯峨院の遺詔をめぐっての皇位継承問題に起因する後採草･亀山両院の対立-

は,後採草院が太上天皇の尊号の返上を決意した建治元年4月のころをピークとし,同年11月の,

後探草院皇子の東宮立坊以後はやや軽減されたようである｡したがってかの血書写経は,やはりこ

のピーク時の前後であったろうと思われる｡それゆえ,かの後採草院の血書写経は,相手方の亀山

院が,建治元年正月23日から28日まで7日間,石清水に参寵して何事かを祈願し,つづいて2月12

日亀山殿に宰し,翌13日から17日まで後嵯峨院御八講の間,同御所に滞留したのと同時期に行われ
●   ●

たのであろう｡場所は,出来上ったばかりの六条殿長講堂(移徒御幸は同年4月13日,御堂供養は

同月21日であったから,まだ正式に使用したのではなかったであろう)か,または作者の記憶ち

がいで,他のどこかで行われたのであろう｡それは,後採草院の,尊号･兵枚等の返上(4月7日)

の直前であって,まさに血書写経にふさわし両時期というべきである｡

ただし,これは, 24, 25節にいう作者の｢雪のあけぼの｣の子の受胎と出産が,建治元年であっ

た,という意味ではない｡前にも触れたように,くだんの一文は,某年の正月のころから2月17日

のころ-かけての期間(｢正月より2月17日までは･･---｣)には,院と作者との問に,いわゆる肉

体関係が夜かったこと,したがってその年の作者の懐姫は別人( ｢雪のあけぼの｣)の胤であったこ

と,を読者に示そうとしたものであるから,そこには,その時期についての,作者の脱化の意図が

はたらいていたかもしれ覆い｡それゆえ,この時の作者の受胎と出産は事実としては,文永11年と
●   ●   ●   ●   ●   ●

建治元年のどちらかであったとは言えるけれども,そのどちらであったかは確定できない｡

3. 27-32節

27-31節は,前斎宮恒子内親王と後深革院との交渉を中心とする記事である｡現行の年立は,前

斎宮の帰洛を建治元年9月とする｢続史愚抄｣の記事があるにもかかわらず,種々の理由を構えた

りして(たとえば｢筑摩叢書｣本補注409ページ参照),これを文永11年秋のこととする｡しかし,

この場合｢続史愚抄｣の記事は, ｢増鏡｣だけで夜く, ｢歴代編年｣にも拠って書かれており,また

｢増鏡,革まくら｣の当該記事は,これも｢とはずがたり｣をほとんどそのまま取り入れているも

のではあるが,この場合は, ｢とはずがたり｣には全く記されていをい後日談(前斎宮と西園寺実

兼･二条師恩との情事)を付け加え,前斎宮の尭年( ｢弘安七年二月十五日｣)をも明記しているか

ら, ｢とはずがたり｣以外の資料をも参照したと思われる｡何よりも｢とはずがたり｣の記事その

ものが,<建治元年>を立証している｡

---･･十一月の十日あまりにや,大宮院に御対面のために嵯峨-いらせ給ふべきに･･･---御政
●    ●

務のこと,御たちのひしめきのころは----このごろは----｡春宮にたたせ給ひてのちは,み
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

夜からぎぬをかさねし程に,あか色のからぎぬをぞかさねて侍りし｡-･･･-･

ここに言う｢御たちのひしめきのころ｣とは,後採草院皇子の立坊の建治元年11月5日前後を指

し, ｢春宮にたたせ給ひてのち｣,も立坊の目以後を指すことはいうまでも覆い｡ (松本寧至氏の｢角
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川文庫｣本では, ｢御たちのひしめきのころ｣に, ｢ここからもこの記事が文永卜二年((建治元年))辛

一月五日以降のこととわかる｣,と注しながら((上巻61ページ)),年立にはこれを組み入れず,依然

文永十一年のこととされており,同氏の｢とはずがたりの研究｣の年立も同様である｡ここにも私

の言う｢混成年立｣の困難があらわれている)｡そこで, 27-31節は,建治元年11月から12月へ
●   ●   ●

かけての記事であり,それに直接接続する巻1巻末の32節(｢年も暮れはてぬれば,----けふを
●     ●

かぎりの年の名残には-･･･-･｣)は,同年歳末の記事であるとしをければならない｡

4. 7一　節

7節から8節前段にかけては,東二条院の皇女出産の記事である｡諸記録(｢昔続記｣･ ｢御遊抄｣･

｢御産御祈目録｣等)によれば,後採草院妃東二条院は,文永7年9月18日皇女を出産した｡同女

院はこの時すでに39才であり, ｢とはずがたり｣にも, ｢御としもすこしたかく怒らせ給ひたるう-,

さきざきの御産もわづらはしき御事覆れば･-･･･-｣と書かれているところからすれば,同女院はこ

の文永7年以後は,もはや子を産むことはなかったと思われ,記録にももちろん見えをい｡

そして｢群書類従｣と｢続群書類従｣に収められた2種の了御産御祈目録｣の,文永7年9月の

東二条院の御産の条をみると,修法の種目(七仏薬師･五壇法･普賢延命･金剛童子･如法愛染王)

が, ｢とはずがたり｣のそれとすべて合致し,また殊に, ｢不動法常住院大僧正｡御験者｡｣, ｢金剛童子
�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"

準霊宝霊芝霊.とあるのは, ｢とはずがたり.の,
金剛童子の事も,大納言申しざたしき｡御験者には常住院の僧正まゐらる
�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"

と一致する｡さらに, ｢昔続記｣の文永7年9月19日の条には, ｢参内.去夜子刻｡東二条院御座

･安皇女云々｡仙洞御混合｡触磯之人々不可参内之由有沙汰J,とあり, ｢とはずがたり｣の,

----かほる御気色みゆるとて,御所へ申したれば,いらせおはしましたるに---
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

とあるのに,これまた符合する｡それゆえ, 7節の束二条院御産の記事は,明らかに文永7年9

月18Hのそれを記しているものである｡

ところが, 8節には,生まれた皇女の七夜ののちに起った後嵯峨法皇の人だまの怪異が記され,
●   ●   ●

｢かくて長月の頃にや,法皇徹夜やみといふ｡-　-日々におもる御けしきのみありとて,年もくれ

ぬ｣,とあって,次の9段の法皇崩御(文永9年2月17日)の記事につづいている｡

これによれば, 7節の女院の御慶は,文永8年の8月20余日(｢八月にや----廿日あまりに

や　-･･･｣)のことであったということに覆る｡これは,作者の記憶ちがいによるものか,または

意図的を作為によるものか,判断に苦しむところであるが,そのいずれであるにせよ,ここでも史

莱(素材)の年時と,作品内容の年時との間に1ヶ年のズレが生じているわけである｡
●   ●

先述のように, 22-26節は,史実上の文永10�"11�"建治元の3ヶ年を, 2ヶ年のこととして叙述

しているが, 7-9節の場合は,これとは多少興っていて, 7節と8節の中段までは文永7年の8, 9

月のことを記し, 8節の末尾の｢かくて長月の頃にや,法皇衝をやみといふ｡-･･-･｣から9節-

かけては,文永8年の9月から翌9年2月-かけてのことを記しているわけで,結局,文永7年の

9または10月から,文永8年8月までの記事が,有るべくして欠けているのである｡
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このことを言い代えると,本書における, r~かくて長月の頃にや｣,のような時日の経過を示す表
●   ●   ●

現は,事実としては,必ずしも額面通りには受け取れないわけである｡これは,先述(序)の,玉
●   ●   ●   ●   ●   ●

井氏が挙げられた年立の基準の第1条(｢作者白から年月日を記しているところ｣)が,素材上の年立
●   ●   ●   ●   ●   ●

の基準とは覆し得をいことの1証例である｡

私は,以下検討をすすめるに当って,このことを常に念願に置いておきたいと思う｡

5. 1-6節

巻1冒頭の1-6節は,作者がはじめて後採草院の側室となった某年の,元旦から秋のはじめまで

のことを記す｡作品内容の年立としては, 3節中に,作者が14才に覆っていることを示す｢十とて

四つの月日｣云々の院の言葉があり,これを, 13, 14節の,作者文永9年15才(｢十五年の春秋｣)

から逆算すると,文永8年(すなわち,作品上で東二条院の御慶の年とされている年)の前半のこ

ととして書かれていることはたしかである｡しかし,素材上の年立にとっては,作者の年齢(すな

わち玉井氏の｢基準｣の第2粂)はデータとはなし得をいことは,序で述べた通りである｡むしろ

私は,本書のようを性格の作品におレ､て,作者が,なんらかの動機で,虚構をこころみるとするな

らば,その具体的な方法として,一番最初に思い付くのは,作中の自分自身の年齢を,実際のそれ

からずらして設定する,という方法では夜かろうか,と考える｡動機の如何にもよるが,もしその

動機が,作品中の素材とされた事実を脱化することにあったとすれば,この方法が最も手軽で,し

かも効果的であろうからである｡そしてまた私は,事実,本書の作品は,作中の自分の年齢を,莱

際よりも3才若く設定したであろう(実際には,彼女は文永9年には18才であったであろう),と

推測している｡だが,これについては,ここではこれ以上触れない｡

ところで, 1-6節中には,史実に照合し得べき記事が1個所ある｡それは, 2節の末尾の,

三日,法皇の御幸この御所-覆るに,このきぬを着たれば,大納言, ｢-･-･･州,御所より給は

りたるか｣といふも---･

というもので,正月3日に,後嵯峨院の後採草院御所-の御幸はじめがあったわけである｡この

｢三日｣という日付は,前後の文章からみて,正確に事実通りに書きつけたものと思われる｡

｢昔続記｣と｢続史愚抄｣を検すると,文永元年から同8年までの間で,新春に後嵯峨院の,後採

草院御所への御幸の記事がみられるのは,元�"2-5-6*8年の5回であり,そのうち正月3日の御

幸は,元　2ォ5年の3回で,このころの慣例であったかとも思われる｡文永6年の場合は, 3日は

後採草院の御幸はじめで,中院大納言す夜わち作者のいう｢大納言｣ (父雅忠)もこれに供奉して

おり,後嵯峨院の御幸はじめは5日である｡また,文永8年の場合は, 2日に後嵯峨院の御幸があ

って,翌3日には,後採草院が後嵯峨院の万里小路殿に事している｡

したがって上掲の2節の｢三日｣は,文永6年1月3日でも,また8年1月3日でも夜かった,

とみるべきである｡また, 7年の場合は, 1月23日に後嵯峨･後採草両院が石清水社に幸し, 7日

間参寵しているが,年頭の御幸はなかったらしく思われる｡

そうすると,結局, 2節の記事,またしたがって1-6節の記事全体(それは6節の末段を除いて,
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某年の元旦から正月いっぱいぐらいまでの間のことを記す)は, 1月3日に後嵯峨院の,後採草院

御所-の御幸が行われた文永5年のことを記している,と推定される｡
●   ●   ●   ●

またそうすると,この1-6節の文永5年から,つぎの7節の文永7年までの,年月の経過(その

間の記事の空自)が問題と怒る｡文章の表面上では,続き具合は, 6節の末段に,

いく程の日数をへだてで,このたびはつねのやうにてまゐりたれども,夜にとやらむそぞろは
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

しきやうなる事もあるう-,･-･･-･いつしか女院の御方さま,心よからぬ御きそくに,覆りもて

行くより,いとど物すさまじ垂心ちしながら,まかよひゐたり｡御夜がれといふべきにしあらね

ど,つもる日数もすさまじく,又まゐる人のいだしいれも,人のやうにしさいがましく申すべき
o o o o O O O　　〇　　〇　　〇　　〇　　〇　　O O O O O O O　　〇　　〇　　〇　　〇　　〇　　O 0 0 O O

をらねば,その道しぼをするにつけても,----とのみぼえて,あけくれつつ,秋にもなりぬ｡
0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　o o o o o O o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"

とあり, 7節は,

ノリヨにや,束二条院の御座,すみの御所にて夜さるべきにてあればJ　-州
●   ●   ●   ●

と書き出されていて,あたかも同年中のことを記しているようによそかわれている｡

しかし,私は,前項(4)の末尾で指摘したように, 8節末段の｢かくて長月の頃にや｣が,実は

1ヶ年の時日を飛躍した表現であることを,思い起すべきであると思う｡上掲の引用文は,もしこ

れが,作者がはじめて院に接した正月のころと同じ年のことを記したものとすれば,きわめて不審

を内容を含んでいる｡す夜わち, ｢又まゐる人のいだしいれも--その道しぼをするにつけてもJ

とは,

｢また上皇の夜のお伽として出入りする女の世話につりても,他の御方たち(上皇には作者の

他に数人の寵人がある)のように,かれこれ申上げることもでき覆いから,その手引きをするに

つけても｣ (玉井氏｢大成｣ 42ページ｡なお,松本寧至氏の｢角川文庫｣本の現代語訳も,次田香澄氏の｢日

本古典全書｣本の注解も,これとほぼ同様である)｡

というようを意味であろうが,そもそも正月18日に,作者の叔父の善勝寺大納言に向って,

あまりにいふかひなきみどり子のやう怒る時に,うちすてがたくてともなひつる｡しばし人に
●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　●　　●　　●　　●

しらせじと思ふ｡うしろみせよ｡
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

と言った後採草院が,その後半年も経つか経たぬうちに,他の女性の寝所入りの手引きを作者に

させる,というようなことは,はたして有り得ることであろうか｡ (ち改みに,作品の上では,作者

はこの時わずかに14才である)｡常識的に考えても,これは,作者が院の妾としての御所生活に十
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

分なじむようになったころのことであろう｡そしてそれは,かの正月の新枕から1年以上経ったこ

ろ以後のことであったろう｡

そこで私は,上掲6節の, ｢徹夜がれといふべきかとしあらねど.から｢あけくれつつ,秋にも怒

りぬ｣までは,文永5年の後半から,同7年の秋ごろまでのことを記したものであろう,と推測す

る｡ (作者の年齢は,文永5年14才,同7年16才であったろう)0

以上の,巻1の検討の結果を表示すると,つぎのとおりである｡
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1-6中　　　6後　　　7-8中　　　8後　-21　　　　22-32

(文永5)  (文永6, 7)　(文永7)　(文永8-9) (文永10-建治1)
*�"**

*　文永7年10月から8年8月まで1ヶ年の空自｡

**　文永10年1月から建治元年12月までの3年間に,通算1ヶ年の空自｡

ⅠⅠ.巻　　-56)

巻2における,史実に照合し得べき記事はかをり多いので,各章節ごとに順次検討して行きたい｡

1. 33節

33節に,

ことしの御くすりには花山院太政大臣まゐらる｡去年,後院別当とかやに覆りておはせしかば,

夜にとやらんこの御所さまには心よからぬ細事在りしかども,春宮にたたせおはしましぬれば-

という記事がある｡｢去年,後院別当とかやに｣云々は,巻1の26節後段(既述)の記事と内容

が重複するが,それはさて措き,これは院皇子の東宮立坊のことを述べているから,建治元年11月

以後のことである｡また,花山院通雅は,建治2年5月に没したから,この記事はそれ以前のこと

である｡したがって結局,これは建治2年正月のこととするほかはない｡ (注)

注｡従来, ｢花山院太政大臣----去年,後院別当｣云々に疑問があるとして,この記事を建治元年とするか2

年とするかについて,種々論議がなされている｡まず,後院が設置されたのは,文永10年(1273) 5月であ

ったから,これは建治元年(1275)からも,また同2年(1276)からも,｢去年｣というには当らない｡私見

では, ｢去年｣は,文脈上, ｢春宮にたたせおはしましぬれば｣にかかるのであって,これに似た文例は,先

述の巻1, 26節(｢この秋ころにや---･若宮,位にゐ給ひぬれば｣)にも,また後述の巻2, 48節(｢同じ四

月のころにや---九条中納言家に寵居しぬるよし聞く｡----ふみにて,｢--･--｣など申したれば----｣)

にもみえる｡

しかし,そのこととは別に,従来,文永10年に後院別当となったのは,藤原公基であったから(｢廿二日

----前右大臣公基補後院別当｣ ((｢続史愚抄｣))),通雅が別当になったというのは不審であるとされ,玉井

幸助氏は, ｢公基は文永十一年十二月十四日に乗じたので,通雅はその後を承けたのであろう｣ (｢大成｣ 143

ページ)と考えられ,諸家もこれに従っておられるようである｡だが, ｢続史愚抄｣の, ｢前右大臣公基｣の

｢公基｣という注記は,同書の編者の誤りである｡この記事は｢昔続記｣から採ったものであるが｡｢書続記｣

の文永10年5月19日の条によれば,著者吉田経長は, ｢前右府｣に呼ばれて｢花山亭｣に赴き,後院別当に
●   ●   ●

補せられる旨の内示を受けた(｢十九日,晴,有可示合事,可釆之由,前右府被命,入夜向花山事｡被補後院,
●   ●   ●                          ●   ●   ●

予被補別当也----｣)｡別当の宣旨が下ったのは, 3日後の5月22日で,別当は, ｢前右大臣,内蔵頭藤原頼

親,右中弁藤原経長朝臣｣の3名であった｡これによれば, ｢前右大臣｣とは花山院通雅のことで,彼ははじ
●   ●   ●

めから後院別当上席であったのであって, ｢愚抄｣の編者は, ｢音続記｣の19日の記事中の, ｢花山亭｣云々
●   ●   ●

を見落したために, ｢前右大臣｣を公基と誤認して注記したのである｡｢公卿補任｣によれば,文永10年5月

当時,公基と通雅は,ともに前右大臣であった｡ ｢続史愚抄｣,特にその注記には,必ずしも全幅の信頼が置

けないことの一例である｡

しかし,本節の冒頭には, ｢---としをみの,わが身につもるをかぞふれば,今年は十八にを
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り侍るにこそ｣,とあり,かの13, 14節の<文永9年,作者15才>からすれば,この｢今年｣は建

治元年であることに覆る｡通説も,これを根拠として,本節を建治元年の記事とみたために,上述

のようを,記事内容(それはどうしても建治2年のことで夜ければ覆らない)とのくいちがいが難

問題になるのである｡

この矛盾は,つぎのように解釈することによって解消させるべきであろう｡すなわち,作者はか

の7節で文永7年の束二条院の御産を文永8年のことであるかのように書いたのと同様に,建治元

年のことを,同2年のことであったように見せかけて,実際の年時を臆化しようとしたのであろう｡

2. 34-36節

34-36節は,正月15-21日ごろの,院･東宮の御所でのr御かたわかち｣と,それに伴う｢あが

ひ｣の記事であるが,従来の年立は,これを建治元年とする｡しかし,ここに東宮と｢侍の大臣｣

(左大臣二条師恩)が登場している以上は,これは建治元年11月5日の立坊(同日,師恩東宮侍と

覆る)以後,すなわち建治2年正月か,それ以後の年の正月の記事で夜ければ怒ら覆い｡前節(33)

が建治2年正月1-3日ごろの記事であったから,本節の記事も,やはりそれに引きつづいて同年正

月中旬のころのことを記しているものと思われる｡

だが,前節の場合と同様のことが,ここにもみられる｡す夜わち, 35節中に,後採草院が｢わが

御身三十三にならせおはします｣と言った,とあるが,後採草院の33才は,史実としては建治元年

に当っている｡したがってこの場合も,作者は,建治元年の出来事を,同2年のことであるかのよ

うに見せかけて年時を臆化したのであろう｡

3. 37節

37節の,

かくてやよひのころにも覆りぬるに,例の後白河院の御八講にてあるに,六条殿長講堂は夜け

れば,正親町の長講堂にておこなはる｡けちぐわん十三日に御幸をりぬるまに,御まゐりある人

あり｡

という記事は,既述の巻1, 24節の,

としかへりぬれば,いつしか六条殿の御所にて,-　　如法経かかせらる｡･･---法華経をあそ

ばすとて,ことしは正月より二月十七日までは,御精進怒りとて,御けいせいをどという御沙汰

たえて覆し｡--州

という一文と,非常によく似たケースであって,後白河院御八講云々は,そのこと自体よりは,

｢御まゐりある人.を語るためにとりあげられたにすぎない,とみられる｡しかしそれについては

あとで述べるとして,この御八講は,史実としては何時のことであったろうか｡

それが現行の年立にいう建治元年(1275)ではをくて,弘安2年(1279)のことであった,という点

については,すでに序論でかなりくわしく述べたので,ここではそれを若干補足するにとどめるが,

六条殿とその長講堂は,文永10年(1273)10月12日に焼亡し,建治元年(1275) 4月13日に再建成って

後採草院がこれに移徒御幸し,同月23日には長講堂供養が営まれた(｢続史愚抄｣)｡その所在地は,
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焼亡以前と同じ六条西洞院であった｡このことは,次に挙げるl~続史愚抄｣の,建治3年の再度の
�"�"�"�"�"

火災の記事でわかるのであるが,かの御八講の行われた時期を知る上に,きわめて重要を事実であ

る｡すをわち,建治元年の3月(上記の移徒御幸･堂供養の行われた4月の前月｡このころには建

物はすでに出来上っていたはずである)のころには, ｢長講堂｣といえば,それは六条西洞院の長

講堂をさすのであって,それ以外には, ｢正親町の長講堂｣と呼ばれ得るようをものは存在し夜か

ったはずである｡また,その時期にはすでに建物はできあがっていたと思われるから, ｢六条殿長

講堂はなければ｣と書かれていることにも不審がある｡

さて,この六条殿･同長講堂は,建治3年(1277) 7月14日に再び焼亡し,そして2年後の弘安2

年(1279) 3月,正親町高倉に移建完工した.これがいわゆる｢正親町の長講堂｣である｡
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

((建治3年7月))｢十四日0--･-火起近衛西洞院左獄o須鬼李押野';悪;F.慧荒野o長講堂---･･●   ●   ●

等巳下焼亡｣ (｢続史愚抄｣)

((弘安2年3月))｢ゝ日日o墾肇墾琴華甲墾甲葦翠毒等箪警0本院有移徒御
幸｡暫御座後還宮｣ (｢同上｣)

したがって, ｢後白河院御八講｣が,本来の,六条西洞院の｢六条殿長講堂｣がもはやをく覆っ
●   ●   ●   ●   ●   ●

たために, ｢正親町の長講堂｣で行われたのは,弘安2年以後のことでなければ怒らをい｡そして,

弘安2年の3月には,まさしく｢長講堂後白河院御八講｣が催されているのである(((3月))｢九日,

長講堂後白河院御八講始｣, ｢十三日｡----後白河院御国忌結願｣)｡ 37節の｢御八講｣は,この弘安

2年3月のものを指しているに相違覆い｡

しかし他方,本節は｢かくてやよひのころに---･｣と書き出されており,また｢六条殿長講堂
●   ●   ●

はなければ｣と,六条殿長講堂が覆いことをわざわざ記しているのであるから,この場合も作者は,

前諸節(33-36)の建治元年正月に引きつづき,同年3月のこととして書いているわけであり,前

諸節(建治元年のことを同2年のこととして書く)とは少しちがっていて,弘安2年のことを建治

元年のこととして書くというよりも,弘安2年のことと建治元年のこととを,いっしょに結びつけ

て書いているようにみえる｡これはいかに解釈すべきであろうか｡

作者は,巻2と巻3にかいては,展開さすべき主･副2つの主題を持っていた｡第1主題は,す

でに巻1からはじまっている後採草院と自分との関係を中心とする院御所における生活経験であり,

第2主題は巻2からはじまる｢有明の月｣と自分との関係の経緯である｡第1主題は,素材的事実

としては,文永5年～建治元年(巻1),建治元年正月(巻2, 33-36)を経て,弘安2年(37以下)

に新展開を示す｡第2主題は,素材的事実としては,建治元年3月(37)を発起点とし,建治3年
●   ●   ●

(44)を経て,弘安元年末(66　を以てほぼ終旭し,弘安5年に再燃する｡

これらの点の詳細は,後述にゆずるが,このように第2主題の素材的事実は,第1主題のそれの

空自期間(建治元年3月～弘安元年末と,弘安5年以降)に起っているのであるから,通常の場合

であった怒らば,作者はこの両主題を,年月の経過を追って順次展開させて行けばよいわけである

が,この場合,作者には,そのようを単純な叙述方法をとることのできない或るわけがあった.
●　　　●
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作者は, 37節に自分の愛人としてはじめて登場する｢御まゐりある人｣を, 40節では｢この阿閣

莱((延命供の))｣と呼び,また44節以後は｢有明の月｣と呼んで,本書全篇を通L,匿名で押し通

したが(もう一人の匿名人物, ｢雪のあけぼの.についてはここでは触れをい),そのことだけから

もわかるように,彼女は,この人物の正　　体(いわゆるモデル)を,読者に知られたくをかった
アイデンティティ

(知られることをおそれた)と思われる｡しかしその人物との交渉を筆にする以上は,書き進めて行

くうちに,どうしてもその人物の素性が或る程度読者の前に明らかに怒らざるを得をく覆ってくる

(げんに,現代の読者にも,その人物が,真言宗の高僧で,後探草院に親眠し得た者であったろう,

というぐらいの見当は比較的容易につけられるのである).それでもをおかつ,的確に正体を突き

とめられることを避けようとするとすれば,彼と自分との交渉の経過を,事実通りに,年月を追っ

て叙述するので夜く,夜んらかの別を叙述の仕方をLをければ怒らをい｡

そこで作者は,第1主題についての巻1以来の叙述が, ｢有明の月｣を主人公とする第2主題の

発起点たる建治元年のころに達した時点で,第1主題の記事内容を,それの新展開時期たる弘安2

年の3月の時点まで飛躍させ,それ以後は,弘安2年3月にはじまる第1主題の記事と,建治元年

3月にはじまる第2主題の記事とを,適宜掬い交ぜて筆を進める,という方法を選んだのだ,と思

われる(37節の場合,後白河院御八講が｢正親町の長講堂｣で行われたのは弘安2年3月であり,

｢有明の月｣が｢例の後白河院の御八講｣の結願の日に後深草院に｢御まゐり｣して作者に対面し

たのは建治元年3月で,場所は,建治元年に再建された六条西洞院の長講堂であったわけである｡

したがって,この後者の点((第2主題))からすれば, ｢六条殿長講堂は夜ければ,正親町の長講堂

にておこ夜はる｣という一句は,虚構であるということになる｡言い代えると,作者はこの虚構の

一句を以て,建治元年3月を弘安2年3月に,作品の上で,結びつけたのである)｡

この叙述方法をとることによって何が得られるかといえば,それは, ｢有明｣と作者との交渉の

時期が臆化される,ということである｡作者は,この時期を脱化することによって, ｢~有明｣の正

体と,或る別を人物とが紛らわしくなり,それによって｢有明｣の正体が臆化される,と考えたの
●    ●

であろう,と私は推測する｡

4. 38-43節

38-41節は,接続語句や,月の挙げ方や,記事内容の関連や接続関係(六条殿長講堂･両院同座

の御遊･｢有明の月｣･｢近衛大殿｣等)からして, 37節と同一年中の出来事を記すものであるよう

にみえる｡上述のように37節が,第1主題としては弘安2年の,第2主題としては建治元年の記事

であるとすれば,これらの諸章節も,第1主題にぞくする記事の場合は弘安2年の,また第2主題

の記事は建治元年の記事であろうことが予想される｡以下,順次検討することとする｡

ィ. 38節

本節は,

さるほどに,両院御夜か,心よからぬ事,あしく東ざまに恩ひまゐらせたるといふ事きこえて,

この御所-,新院御幸あるべLと申さる---･
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というものである｡後採草院と亀山院との和解のための,両院同座の催し事がしきりに行われた

のは,弘安2年のころのことであった,ということは,本稿の序ですでに述べた｡ ｢続史愚抄｣に

みえる両院同座の記事は,弘安2年の正月から9月-かけて,実に8回に及んでいるが,弘安元年

以前には,同年に1回それらしいものがあるだけで(｢((四月))十日---本院新院等宰吉田泉,被

覧競馬九番｣),建治年間には絶えてこれを見覆い｡それでは,本節にしるす両院同座の蹴鞠は,い

つ行われたものであったろうか｡ (詮雲晶苧宗発き定論乏墓玩5L2諾管誓讐欝違豊｡｢近)
｢続史愚抄｣の弘安2年3月の条に,某日(｢ゝ日｣｡初旬)のこととして,もっぱら｢増鏡｣の記

事を引き,

新院為桜花御覧｡幸本院御所｡---両上皇東宮等有蹴鞠御輿｡--州

と記されている｡しかし｢増鏡｣の記事そのものが,ほか覆らぬこの｢とはずがたり｣の記事に

拠って書かれたもののようであるから,一応保留しておく(ただし, ｢増鏡｣はほかの資料をも参

照したらしい形跡もある｡いずれにしても, ｢増鏡｣の作者が,これを弘安2年のこととしている

点には注意しなければ怒ら覆い)｡むしろ｢昔続記｣の弘安2年4月10日の,

今日御幸富小路殿,可有御鞠云々　｣古寺脱5) )
の方が確実である｡ 38節は,たとえこの時のことでは夜かったにしても,弘安2年のはじめのこ

ろのことであった,と考えてよかろう｡ (怒れ　後述46節の項,参照)｡

口. 39節

本節は,

まことや,六条殿の長講堂つくりたてて,四月に御わたまし,御堂供養は鼻陀羅供,御導師は

公家僧正---

というものであるが, 37節の記事(｢--･-やよひのころ---例の後白河院の御八講にてあるに,

六条殿長講堂はなければ,正親町の長講堂にてかこをはる-･･･-･｣)が,前述の通り弘安2年3月

のものであるならば,本節はその翌月の移徒御幸と御堂供養の記事であることに覆ろう｡ 3月の記

事では｢六条殿長講堂は夜ければ｣と言っておきをがら, 4月の記事では唐突に, ｢六条殿の長講

堂つくりたてて｣,と言うのは,いささか不自然であるが,その点は,建治元年再建時の記事とす

る通説にとっても同様であるし,この辺りに作者の脱化の技巧の跡がうかがわれる｡覆れ　六条殿

とその長講堂は,正親町高倉に移建後も｢六条殿･長講堂｣と呼ばれたこと(｢続史愚抄｣国史大系本

･前篇90ページ),正親町東洞院に以前からあった｢正親町殿｣ (同書389ページ等,参照)はこれとは別

の御所であること,は既述のとおりである｡

だが問題は,移従と堂供養が4月であったとされている点(39節)と,また従ってそれ以前の3
●   ●

月に長講堂で御八講が行われ,結願の日に御幸があったとされている点(37節)である｡

建治元年の場合は,移従は4月13日,堂供養は同23日であり,しかもその折の導師は,本節にい

う｢公家僧正｣であったから(｢続史愚抄｣),そのことだけからすれば,本節(39)に関するかぎり,

通説のとおり建治元年の再建時の記事とする方がよさそうにみえる｡
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これに反して,弘安2年の場合は, ｢愚抄.には, 3月初旬の某日(｢((三月))ゝ日J)のこととさ

れているから,本節の｢四月に御わたまし｣,を信ずるかぎり,当ら夜いことになる｡

しかし,実はこの｢愚抄｣にいう｢三月ゝ日｣は,確実では覆いのである｡｢愚抄｣は, ｢増鏡｣

と｢兼仲卿記追｣を資料としているが, ｢増鏡｣はこの場合も｢とはずがたり｣に大巾に拠ってい

るから,証拠にはならない. ｢兼仲卿記追｣というのも, ｢兼仲卿記｣すなわち｢勘仲記｣の弘安2

年3月9日の条に, ｢事了参長講堂正親町高倉,御八講初日也｣とあるところから, ｢愚抄｣の編者

が, 3月9日の御八講以前に移従や堂供養が行われたはずだと推測したにすぎをい｡ (ただし,それ

を3月某日とした理由は明らかで覆い｡ 2月または1月,またあるいは前年の弘安元年中であった

かもしれ覆いのである｡尤も,建治3年7月に焼亡したのであるから,再建落成は弘安2年3月を

あまり遠くさかのぼることはできをい)｡ (また,言い落したが, ｢増鏡｣には, ｢六条殿の長講堂も,

焼けにLをつくられて,その頃,御わたまLL給ふ｡四月のはじめつかたをり｣,とあるが,これを

建治のこととしてではをく,弘安2年のこととして書いている)0

私は,やはり本節は建治元年のことではなく,弘安2年のことを記したものであり,本節にいう

｢四月｣は,記事内容の時期を(弘安と建治とを)紛らわしくするという,作者の臆化法に由る,

と考える｡その根拠は,一つには, 37節が弘安2年の記事である以上,この39節もそうであろう,

ということにあるが,他の一つは,本節の｢レ､だし車｣云々の記事と, 46節(弘安2年3月の記事)

の｢いだし車の事｣云々の記事との関連にある｡だが,今ここでは説明がしにくいので, 46節を検

討する際に述べることにする｡ただ,前記の,堂供養の導師公家僧正の問題についてはつぎのよう

に考えている｡

公家は,建治元年以後も健在で,弘安元年4月天台座主と覆り,同2年の正月には亀山院御所で

の尊勝茶羅尼供養の導師と覆り, 5月にも炎早御折のために阿聞梨として水天供を修した(｢続史愚

抄｣)｡それゆえ,彼が,弘安2年の長講堂供養にも,建治元年の時と同様,導師と覆ったことが十

分考えられる｡また,たとえそうでは夜かったにしても,本節の｢御導師は公家僧正｣も,上記の

｢四月に御わたまし｣と同様,作者の脱化の意図によるものであった｡と考えることができる｡

ハ. 40節

40節は,

かくしつつ八月のころにや,御所に>　　-･そこはかとなく夜やみわたり給ふ事ありて,･･---

九月の八日よりにや,延命供はじめられて七日すぎぬるに･---,さてもこの阿閣梨に御参りあ

るは,この春,袖の涙の色をみせ給ひしかば----

このたびの御修法は,心よからぬ御重せい,仏の御心中もはづかしきに,二七日のすゑつかた

より,よろしくをり給ひて,三七日にて御結願ありて出で給ふ｡･---

というもので　8-9月の後採草院の病気平癒祈願に, ｢有明の月.が阿閣梨として延命供を行L,

修法の期間中に作者に情交を迫り,つ両こ思いを遂げたことを記す｡これは, ｢この春,袖の涙の

色を---｣の一句によってわか●るように,明らかに先述の37節(｢---･やよひのころ--･-御
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まゐりある人あり･---いつはり怒らずみゆる御袖のなみだ　--｣)の第2主題の展開であり,

37節と同年(建治元年) 8, 9月のことを記しているものである｡

ところが,記事の内容からみると,この40節は,つぎの41節-は接続しない｡ 40節によれば,後

採草院は8月から9月下旬まで病気であったのに, 41節では9月に六条殿で供花が催されたのち,

同院と亀山院の伏見御所御幸があったことに覆っている｡そこからして, 41節は40節の翌年の記事

では覆いか,という疑問も出てくるのである(｢岩波文庫｣本,注解98ページ).

しかし,巻2の記事は,表面上は, 33-36(1月), 37(3月), 39(4月), 40(8, 9月), 41(9月)

とつづいてい名のであり,接続的語句も, ｢かくしつつ八月のころにや., ｢九月には御花･･--･･.と

いうぐあいに覆っているのであるから,作者としては, 40-41段を,同年中の8, 9月のこととして

書いているわけである｡

思うにこれは,第1と第2の二つの,時期の異覆った主題を,単一の時間経過の線上に展開させ

るという,作者が巻2と巻3とでとった構成法の,最初の小破綻である｡素材的事実としては, 40

節は建治元年の,また41節は弘安2年の((後述)),ことを記しているのであって,両者を無雑作にな

らべて配列したために,読者が通読して不審をおぼえるようを破綻が生じたのであろう｡しかし,

私としては,この40節よりもむしろつぎの41節の記事の方に,この破綻の因があると考えている｡

こ. 41節

九月には御花,六条殿の御所のあたらしきにて,はえばえしきに,新院の,御幸さ-覆りて,

｢女房たちあいLにたまはらん｣をど申させ給ふほどに,-　　よろづものおもはしき心ちのみし

てつねはひき入りがちにてのみ侍りしほどに,御花はてて松とりに伏見の御所-両院御幸怒るに,

近衛大殿も御参りあるべLとてありLに,いかなる御さはりにか,御まゐりなくて,御ふみあり,

-･夜か二日の,徹とうりうにて,ふしみ殿へ,御幸をど有りて,おもしろき九献の御しきど

もありて,還御｡

この41節は,いろいろ疑点の多い章節であるが,それを述べる前に指摘しておきたいのは,本稿

の序ですでに言っておいたように,伏見御所は弘安元年の数年前に焼失し,弘安元年の11月によう

やく再建が完成したということである(｢勘仲記｣の弘安元年11月28日の条に, ｢----経持乗予車

参伏見殿,依愛染王堂供養也, ((中略))此御所先年有焼失事,今度被終土木之功,去八日被遂御移
�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"

従>　--･｣という記事がある)｡弘安元年からいって｢先年｣というのであるから,弘安元年の3
●

年前の建治元年(通説の,本節の記事の時期)のころには,あるいはまだ焼けてはいをかったかも

しれない｡しかし,それを別にしても,本節は両院の御幸の記事であるから,しばしば述べた通り
●   ●   ●   ●   ●

(序論,第Ⅱ節4のイ),これは建治元年のことではあり得ず,おそらくは弘安2年のことであった

ろう(｢増鏡｣もこの記事をとり入れ,弘安2年のこととする｡｢愚抄｣も同じ)0

さて本節には,つぎのようを疑念が持たれる｡

1. ｢勘仲記｣の弘安4年5月6日の条に, ｢白今日被始行供花,長講堂焼失之後,近年於富小路
�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"

殿被行之｣という記事がある.また同書(および｢春能深山路｣)によれば,弘安3年5月の供花は
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富小路殿,同年9月のそれも同L,同6年5月には関白兼平によって大宮殿で,同7年5月に

は富小路殿でそれぞれ行われた｡他方,建治2年の9月には長講堂で行われている｡これによ
●   ●   ●   ●

ってみれば,建治3年の六条殿･同長講堂の焼失以後は,それが弘安2年に正親町高倉に移建

されたのちも,供花は富小路殿において行われるのを例としたことはたしかである｡ (ただし,

弘安9年5月には六条殿で行われた)｡

そこで,本節の新造六条殿御所が,上述の通り,建治元年のそれではあり得ず,弘安2年の

それであるとすれば,本節の記事には虚構があると考えざるを得をい｡

2.本節の後段は,両院の伏見御幸の記事であるが,その時招かれながら不参であった｢近衛大

殿｣の歌と後採草院の返歌だけがとりあげられ,かんじんの御幸については, ｢をか二日の御

とうりうにて,ふしみ殿-御幸をど有りて,おもしろき九献の御しきども有りて還御｣,とい

うまことに簡略を,しかもメモ風の記事だけで終っている.そして,この一文は,中二日の逗

留･ふしみ殿((伏見下御所))御幸･｢おもしろき九敵の御しき｣のすべてが,後述する53-56節

の伏見殿御事(近衛大殿の請両こよってその子息に今様の秘事を伝授するための御幸)甲記事
●   ●   ●   ●

の内容と合致していて,ますますその記事のためのメモであるようを感じがする｡

3.前項(ハ)で述べたように,本節は前節(40)との記事内容の接続関係に難がある｡

以上の諸点からして,私は,本節の,六条殿御所における九月の供花,その後の両院の伏見御所
●   ●   ●   ●   ●                    ●   ●                                    ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

御幸は,作者の虚構であったろうと思う｡後採草院が行覆った富小路殿での供花に亀山院が事した
●   ●

史実があるが(弘安7年｡ ｢勘仲記｣参照),作者はこれを本節の記事にとり入れたのでもあろうか｡

ただ,後採草院が, ｢近衛大殿｣ (すなわち鷹司兼平)を伏見御所-招待したが,大殿の都合がわる

くて,取りやめ,または延期に覆った,という事実は有ったのであろう｡それは,おそらく上記の

53-56節に記された伏見殿御宰のすこし以前のことで, 53-56節の御幸は,それが実現されたも

のであったろう｡そしてそれはいずれも弘安2年の5-7月のころのことであったろう(その点につ

いては, 53-56節を検討する際にもう一度触れることにする)｡

それでは,作者はをぜこのようを虚構の記事をここに挿入したのだろうか｡それはおそらく,第

2主題の40節の, 8, 9月の記事と,同じ第2主題の44節前後の年末の記事との間の時間的空自を埋

めるためであったろう｡その空自は,第1主題の記事で埋めるべきものであるが,第1主題の展開

としては,その期間を埋めるべき材料に欠けていた(言い代えると,第1主題にとっても,その期

間は記事にすべき材料が,かの近衛大殿の一件以外には,夜かった)ために,近衛大殿の一件に絡

ませた構虚の一文を,ここに括入したのであろう｡つぎにいう42, 43節についても同様のことが言

える｡

ホ　42, 43節

この2節は,後採草院の漁色ぶりを語る純然たる挿話で,第1,第2の両主題の展開のいずれにも

全く関係がないが, 10月の10日から11日にかけて起ったこととされており,上述の, 40節と44節

との間の空自の埋め草とされている.
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記事中,後深草院の命で女の手引をした｢資行の中将. (｢資行の中将まゐりて, 『うけたまはり

候ひし御傾城ぐしてまゐりつる』よし案内すれば---｣)紘, 27節(建治元年)にも登場するが,

｢春能探山路｣によれば,弘安3年のころ,後採草院の側近に侍していたことがわかる(｢((四月十

三日))資行朝臣はこ夜たのせうにんにて御幸の御供す｣, ｢((四月十六日))右方のせう人すけゆきの

朝臣,院より仰をうけ給はるかにて,是非物を申さず,其けしきことにおかし｣)｡もとよりこれを

十分な徴証とするわけには行かをいが, 42, 43節の記事は,事実としては弘安初年のころのことで

あったと考えてよかろう｡

5. 44-56節

ィ. 44節, 45節第1段

44節(45節の第1段を含む)は,全節, r有明の月｣との交渉の展開を記すもので,その経過は

つぎの通りである｡前節(43)につづいての年末,有明と作者との間に手紙の交換が時々有って｢ま

た年もかへり｣,春は両院の｢御花合せの勝負｣があったりして,作者は｢ことしは御所にのみ,つ

と候ひて秋にも覆り｣, ｢夜が月の十日あまり｣のころに,善勝寺隆顕の手引きで有明に逢う｡その

後, ｢くれ行く年におどろさてや｣,有明から, ｢----ことし二年,夜はよもすがら面影を恋ひて
●   ●   ●   ●   ●

涙に袖をぬらし-･･-･･･｣云々という,脅迫じみた内容の手紙が来,それを送り返したりして,｢むな

しく年もか-｣つた｡翌年正月,作者は院に伺候した有明に酒の酌をしようとして急に発作を起し,

その場をさがって,のち10日ほど寝込んだ｡

つまり44節は,素材的事実としては, 40節の建治元年8, 9月の記事に引きつづき,同年末から建

治3年(1277)春までの,有明と作者との交渉の経過を記しているわけであるが,もとより照合すべ

き史実はどこにも見出せ覆い｡ただ,本節の第二段の,

----また年もかへりぬ｡新院･本院細はなあわせの勝負といふ事ありて,しらぬ山のおくま

でたづねもとめなど,この春はいとまをしきほどなれば,うちかくろ-たるしのび事どももかな

はで,おぼつかをさをのみかきつくす｡ことしは御所にのみ,つと候ひて秋にも覆りぬ｡----

という記事は,多少注目されるが, <両院の花合せの勝負>というようをものは,建治年間はも

とより,弘安年間にも記録がをく,また, ｢しらぬ山のおくまでたづねもとめをど｣,にしても, ｢お

ぼつかをさのみかきつくす｣,にしても表現が観念的で,またあいまいであるところからしても,こ

れもまた経過した時日(記事の空自)を埋めるための架空の括人文ではをかったろうか｡

口. 45節第2段以下, 46節

この両節は,某年の春のころ(｢かくて,きさらぎの頃にや･----｣),後採草院御所(富小路殿

か) ･嵯峨御所･伏見御所でつぎつぎに催された両院の小弓の競技の｢負けわざ｣の記事である｡

これもまた照合すべき史実は,記録に見当らないが,記事内容(素材)の年時を推定するための

手がかりが,記事そのものの中に見出される｡それは, 46節の,次のようを一節である｡

-　　座をLも-おろされぬ｡いだし車の事,今さら恩ひ出されていとか覆し｡姪,叔母には
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●
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夜じかよるべき｡-･･･--
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

これは,伏見御所での｢六条院の女楽｣に際して,作者が,自分の役柄や席次に関し,祖父四条

隆親(その女, ｢今参り｣)との間に悶着を起し,自分の叔母に当る｢今参り｣の下座につかされた

憤感を述べたものであるが,諸訳注書は多くこれを,この個所のすこし前に,

今参りは,当日,もんの車にて,さぶらひ具しなどして参りたるを見るにも,我が身のむかし
●   ●   ●   ●   ●

恩ひ出でられてあはれをるに,--･･･

とある｢今参り｣の｢もんの車｣を指す,としているが,これは語釈上からいっても明らかに誤

りで, ｢今参り｣が単独で御所に乗りつけた｢もんの車｣を｢いだし車｣と呼べるはずは覆いし(た

とえ｢いだし衣｣を出していたにしても),またこの解釈では, ｢今さら恩ひ出されていとか覆し･･･

-･･-｣の文意がよく通じない｡これは, 39節に,

御わたまLには,いだし車五輪ありし-の事の左にまゐる｡右に京極殿.をでしこの七衣,若
�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　　　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�"　　　�"

菖蒲のうはぎ覆り｡京極殿は五ぎぬ覆り｡--州
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

とあるのを指しているに相違をい｡ここにみえる｢京極殿｣は, 22, 26節にもその名がみえ(｢を

ばの京極殿｣ ｢京極殿｣),これも隆親の女で,作者には叔母に当る女性と推定されている(｢筑摩叢

書｣本,補注409ページ)｡つまり作者は, 39節の,六条殿長講堂移従御幸(弘安2年)に供奉した折

には,叔母の京極殿よりも上席(｢いだし車｣の第1輔の最上席)に坐ったのに,今度の｢女楽｣で

は,同じく叔母に当る　r今参りJの下座につかされたことを悲しんだのである｡このように解して

はじめて｢姪,叔母にはなじかよるべき｣という一旬も,納得が行く｡

そうすると, 46節の｢いだし車のこと｣云々は,そこから多少隔った39節の記事を承けているわ

けで,また諸訳注者が,上の点に気づかれをかったのも,このように両記事が隔っているためであ

ったろうが,両記事の素材が,実際の出来事としては時間的に近接して(引きつづいて)いたから

こそ,作者は説明ぬきで, ｢いだし車の事,今さらに恩叫Hされて･---｣,とかをり唐突に書いた

のであろう｡ (なお､, ｢今参りは---･･･我が身のむかし恩ひ出でられてあはれをるに｣,の｢我が身

のむかし｣は,作者が後採草院とはじめて契った翌朝,院の車に同乗して御所入りしたときのこと
■

5, 6節))を指しているものとみるべきであって, ｢いだし車の事,今さら恩ひ出されていとか覆

し｣とは直接関係はないと思われる)｡

さらに第三に, 46節の｢女楽｣は,伏見殿で行われたのであったが, ｢序｣でも,また第Ⅱ章4
●    ●    ●

ニでも述べた通り,伏見殿御率は,通説の建治3年には有り得をかったことはたしかであり,おそ

らくは,弘安元年11月の数ヶ月後の,翌2年の3月(47節に｢三月十三日.のこととされている),

後探草院が,新築成った同御所-,亀山院を招待したものであったろう｡

このようにみてくると,さきに(Ⅱ4ロ)保留しておいた39節の長講堂移従御幸(上述の｢いだし

車｣はこの御幸の際のもの)の時期は, 3月13日の｢女楽｣以前であったことになり,先述の,

<弘安2年3月の長講堂後白河院御八講(13日給願)以前>という推定と合致する｡ ｢四月に御わ
●    ●                                                                                    ●   ●

たまし｣,はやはり虚構であったわけである｡
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ハ　47-51節

46節につづく47-51節は,記事内容の連続関係(作者が,女楽の折りの悶着から御所を出奔した

のち,諸処に隠れ,結局帰参し, ｢雪のあけぼの.との間に生れた女児と対面するまで)からすれ

倭,弘安2年の3月から4月晦日までの記事であることになるが,そのことを裏づける記事が, 48

節の冒頭にみられる｡

さるほどに,四月のまつりの御桟敷の事,兵部卿用意して両院御幸をすをどひしめくよしも,
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●        ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

耳のよそに伝-ききしほどに,おをじ四月のころにや,内･東宮の御元服に,大納言の年のたけ

たるが入るべきに,-･---善勝寺が大納言を一日かり渡して参るべきよし申す｡----さにてはを

くてひきちが-,経任に覆されぬ｡さるほどに,善勝寺の大納言ゆゑをくはがれぬる事,さをが

ら父の大納言がしごとやと恩ひて深くうらむ｡-･･･-同宿もせんをLとて,北の方が父,九条中

納言家に寵居しぬるよし聞く｡･.･--ふみにて, ｢かかる所に侍るを,たちよりたまへかし｣など

申したれば, ｢--･･-｣をど言ひて,暮るるほどにぞたちよりたる｡

通説は,この一節中の, ｢内･東宮の御元服に----.｣から, ｢---･と恩ひて深くうらむ｣あた

りまでの出来事(後宇多天皇の元服･四条隆親の大納言還任･同人の天皇元服上寿･降顕の辞任･

中御門経任の任権大納言)が史実に合致するところから,この48節を建治3年4月の記事とする｡

しかしこの通説は,上の一節中にみえるもう一つの史実を見落している｡

｢勘仲記｣の弘安2年4月21日の条に,

今日賀茂祭也,上皇於一条室町御桟敷殿御見物,四条繭大納言為雑草白味吏向桟敷, ･--州
�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"

とあり,兵部卿隆親が賀茂祭に桟敷殿の雑草を承ったのは,まさに弘安2年4月のことであった

ことがわかる｡彼はこの時77才で,同年9月には弟じたが,この時はまだ健在だったわけで, ｢勘

仲記｣の著者勘解由小路兼仲は,高齢の隆親が張り切って雑草をつとめたことに注意を惹かれたか

らこそ日録にこれを特筆したのであろう｡

そう覆ると上記引用文中の, ｢おをじ四月のころにや｣は,直接,すぐ次の｢内･東宮の御元服

に- ;･｣にかかるのではをく, ｢ふみにて-･･州をど申したればJ　--をど言ひて,暮るるほど

にぞたちよりたる｣,にかかるのであって,その中間の文章は,隆顕が寵居するに至った先年来の

いきさつを鋭明する挿入節である,とみなければならない｡要するに｢おをじ四月のころにや｣は,

<作者が手紙を送り,隆顕が作者を訪ねてきたのは,兵部卿隆親が祭の桟敷殿の雑草をつとめたそ

の同じ4月のころであったろうか>,という意味である｡第一,後宇多天皇の元服は,建治3年の

正月であり,東宮のそれは同年の11月,隆親の大納言還任と隆顕の辞退は前年の12月,経任の昇任

も3年正月であったから, ｢おをじ四月のころにや｣がこれらにかかるはずは覆いのである｡

これと全く軌を一にする文例が,先述の巻1, 26節にみえる｡ ｢この秋のころにや,御所さまに

も　　　後院の別当をどおかるるも御面目をLと-t-　-･-, ･--･･･鎌倉より夜だめ申して,東の御

かたの御はらの若宮,位にゐ給ひぬれば----｣,の場合の｢この秋のころにや｣は, ｢----若宮位

にゐ給ひぬれば｣にかかるのであって,その中間の文章は,東宮立坊に至るまでの先年来のいきさ
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つを述べた括人文であるo (著名,8こ翌讐霊長し妄●盈古君撃J騒C｡｡c
をお,四条隆顕は, ｢公卿補任｣の建治3年の条に, ｢五月四日出家｣とされており,この年以後

の条には彼の名は見えをい｡だが彼は48, 49節(および50, 52-55節)に,出家以前の単なる寵居

中の者として登場しているO　もしこれらの諸節が,私のいう通り,弘安2年の記事であるとすれば,

｢補任｣の記載と矛盾するわけである｡しかし思うに彼は,出家を称Lで官を捨て,引寵っていた

だけで,弘安2年のころまでは,実際に出家するには至ってい夜かったであろう｡ (｢補任｣の｢五

月四日出家｣,については,次田香澄氏も疑念を示しておられる((｢日本古典全書｣本, 473ページ))

最後にもう一つ徴証を挙げると, 50節に,後採草院が作者の隠遁先を聞き知って,伏見殿に事す
●   ●   ●

るついでに,醍醐の作者の隠れ家を訪れた,とあるが(｢伏見殿-いらせおはしますとて,たちい

らせ給ひたり｣)｡すでに再三述べたように,伏見殿は,焼失後弘安元年11月にようやく再建された

のであるから,この記事(また従って47-51節の記事全体)は,建治3年のものではあり得をい｡

それはやはり弘安2年のものであろう｡

ニ　52-56節

この諸節は,前諸節の記事に引きつづいて, 8月のころ(｢八月のころにやJ),後採草院が近衛

大殿に乞われて,大殿の子息に今様の秘事を伝授する,という名目で伏見御所に宰し, 3日間滞在

した時のことを記している｡

伏見御所御幸が,弘安元年11月以後のことでなければならないことは,もはやここに繰り返して

言うまでもあるまい｡またこの御幸は,近衛大殿が後採草院の招きで伏見殿-行くべくして行かを

かった,という41節の記事内容と関連があるだろうことは, 4のこ,で述べておいた｡ 52-56節を

読むと,今様秘事の伝授とは全くの名目にすぎをかったのであって,この伏見御幸は,近衛大殿に

作者を引き合わせるためのものであったろうことが推測される｡現行の年立では, 41節(建治元年)

と52-56節(同3年)との間に2年間の時日が経過したことに怒っているが,おそらくそうではあ

るまい｡ 41節にいう近衛大殿の伏見行きが,大殿の都合で沙汰やみに覆った後,しばらく経ってそ

れが実現したのが,この52-56節の伏見殿今様伝授御幸であったろう｡ (またしたがって, 41節の

近衛大殿の一件は,弘安2年の8月ではなくて, 5-7月のころのことであったろう｡ 41節は, r一九

月には御花,----御花はてて,松とりに伏見の御所へ両院御幸なるに,近衛大殿も-･･･--｣,と覆

っているが,既述のように,この両院御幸そのものは虚構,と推測されるものであった｡そこで私

紘,後採草院が近衛大殿を招いたのは, 9月の供花ではをく, 5月の供花の終ったころのことだっ
●   ●                                       ●   ●

たのではないか,と考えている｡かの, ｢六条殿の御所のあたらしきにてはえばえしきに｣という

-句は,御所新造後の最初の供花の時のこととみた方が,よりふさわしいのではをかろうか)0

以上,検討してきた巻2の記事を,第1と第2の主題別にふり返ってみると,まず第1主題は,

33-36節の建治元年1月の記事にはじまって, 37節からは弘安2年の記事となり,同年中の出来事

の時期を多少前後入れ替えたりしながら, 38, 39, 41, 42, 43, 45-56と進んで,同年7月ごろの
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時点にまで達している｡出来事の順序でいえば,弘安2年は, 38節の両院御まり, 39節の長講堂移

従御幸(いずれも1, 2月か) -45節の小弓のまけわざ(2月をかば) -46節前段の嵯峨殿で

のまけわざ(2, 3月か)-46, 47節の女楽と作者の出奔(3月)-48-51節の作者の隠遁･帰参･

女児との対面(4月)-41節の,後採草院の近衛大殿招待(実現せず) (5月か)-52-56節の今

様秘事伝授伏見御幸(5-7月か),の順であろう｡ 37節の長講堂後白河院御八講は,第1主題とし
●   ●   ●   ●   ●   ●

ては,それが行われたということだけであって, ｢けちぐわん十三日に御幸｣,は虚構であろう｡ま
�"�"a�"

た, 42, 43節は,既述のように,埋め草的記事であって, ｢神無月十三日｣は,前節(41)の｢九月

には御花｣を承けるための設定であろう｡

次に第2主題は, 37節の建治元年3月にはじまり, 40節の同年8, 9月の記事を経て, 44節と45

節前段の,建治元年末から翌々年の建治3年1月までの記事で終っている｡

47節の後段に,

つくづくと案ずれば,をととしの春,三j十巨三日に,はじめて, ｢~をらではすぎし｣とかや承

はりそめLに,こぞのしはすにや,おびただしきちかひの文をたまはりていくほどもすぎぬに,

ことしの三月十三日に,年月さぶらひ覆れぬる御所のうちをも住みうかれ----

という一節があるが, ｢-　　いくほどもすぎぬに｣までは第2主題の,また｢ことしの三月十

三日に---･･｣以下は第1主題の,出来事をさしていて,両者の間に意味上の連関がなく,内容的

にはつじつまの合わをい文章と覆っている｡これは,作者が,時期の異覆る第1,第2の両主題を

作品の叙述の上で同時に進行させる,という特異を方法を隠蔽しようとしたものにほかならない｡

巻2(33-56)年立

33~36芸妄39

2)

'建治元'＼(警元(")

40

41.-43

(〟)

45-56----･- (第1主題)
(〟)

(建治元,2) ----- (第2主題)
44.-45

HI.巻3(57-77)

現行の諸年立は,巻2を建治3年までの記事とし,巻3を,巻末の弘安8年の記事から逆算して

弘安4年または5年の記事ではじまるとみ,したがって巻2と巻3との間に,弘安元年から同3年

または4年までの, 3ヶ年または4ヶ年の記事の空自期間があるとする｡ (ただし,この空自期間

の意味についての説明は,全然覆されていない)0

しかし,この年立は,この空自期間の問題のほかにも,以下それぞれの個所で指摘するように,

いくつかの史実との矛盾撞着や,記事内容とのくいちがいを含んでいる｡これらの難点は,もとよ

り作品の内容そのもの,または作者の叙述の仕方そのもの,に基因するものであって,諸家の苦慮

されるところであるが,私見では,この巻3も巻2と同様に(巻2に引きつづいて),時期を異に

する第1,第2の両主題の叙述が,別々に,しかも単一の時間経過の線上で生起した出来事の叙述
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であるかのように,進められている,とみることによって,かなりの程度まで解消させ得るように

思われる｡結論を先に言えば,巻3は巻2を承けて,弘安2年5-7月ごろまでの第1主題の記事と,

建治3年1月まで進められてきた第2主題の記事とに,それぞれ直接,接続する｡そして時間的に
●   ●       ●   ●   ●   ●

先行した前者が,後者の追い付いてくるのを待って,いわば足踏みをしている形になっている｡以

下,便宜上,両主題の展開を,可能をかぎり別々に辿ることにする｡

1. 57-64 (59, 62を除く)節

これらの諸節は,某年の2月をかばごろから10月ごろまでの間における,後深草院を中に挟んで

の, ｢有明の月｣と作者との交渉,作者の懐姫と出産を語るものであるが,これが,内容上,巻2の

44節, 45節第1段に直結していることは, 60節の,院に対する有明のつぎのようを告白の言葉で判

明する｡

---･-かかる悪縁にあひけるうらみしのびがたく,三年過ぎ行くに----
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

作者は,有明との交渉経過(第2主題)については,巻2の37節で建治元年3月の初対面を,ま

た40節で同年9月の初度の密会を叙し,44節で建治2年々末の,有明の願文の, ｢ことし二年,夜は
●   ●   ●   ●   ●

よもすがら面影を恋ひて涙に袖を濡らし,--･-.という告白を記し, 45節第1段で,建治3年の

正月,院の御前で有明と対面し,急に発作を起したことを記したのであったが,上掲の有明の告白

中の, ｢三年過ぎ行くに｣という一句は, 44節の｢ことし二年｣を承け,有明と作者との交渉が,

建治元年3月以来,足掛け3年に及んだのであることを示している｡ (現行の年立では,この｢三

年過ぎ行くに｣は説明でき覆い)｡

また,記事内容の時点を示す語句等からみても,巻2, 45節第1段の,建治3年正月(｢春は

いつしか御まゐりある事覆れば,いらせ給ひたるに九こんまゐる｣)は,巻3巻頭57節の, 2月夜か
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●

●

ば(｢--　きさらぎもをかばになれば) ---有明の月御まゐりのよし奏す｣) -直結する｡
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●

そこで, 57節の,

----きさらぎもをかばになれば--･-,有明の月御参りのよし奏す｡---･

は,建治3年の2月の記事であり　58:の,

･---きさらぎの十八日にて侍りLに-･--｡ ----やよひのはじめつかたにや----0

は,同年2, 3月の記事であることになる｡また旦虹艶の,

秋のはじめになりては--･･･-｡その頃,真言の御談義といふ事はじまり-t-　-･･･御まゐりあり

て四五日御紙候あることあり｡･---

は,同年7月ごろの記事であり,同節中の,

すぎぬる春の頃より,ただには侍らず見ゆるにつけても----･

というのは,同年2月のころの,作者の懐姫(有明第1子)を指しており,同じく同節の,

-･･･-･ことごとしからぬさまにて,御所にて帯をしつるこそ,御心のうち,いとた-がたけれ｡

は, 6, 7月ごろの着帯を語っているわけである｡

さらに,61節(｢九月の御花は----身もはばかりあるようなれば,----有明の月の御まゐりと
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いふ音すれば>　---御花御結線とて御堂に御まゐりあり｡･--･･･｣)徳,同年9月の記事であり,

63, 64節(｢　-かかる程に神無月のすゑに覆れば,つねよりも心ちも夜やましく,わづらわし

ければ----｣, ｢----あけ行く鐘とともに,をのこごにてさ-おはするを･---｡この人をば,

おほせのままにわたしたてまつりX-　　｣)紘,同年10月末から11月はじめ-かけての,出産と

産児の処置とを記しているものである｡

さて,これら一連の第2主題の記事が,建治3年2-11月(す夜わち弘安元年以前)のものであ
●   ●   ●   ●   ●   ●

ることについては,それを裏づける一つの史実がある｡ 60節の,有明の告白の中に,

--･-さやうにしるきふしさ-侍る怒れば,若宮を一所わたしまゐらせて,我は探き山にこも
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

りゐて,こきすみぞめのたもとになりて侍らん｡

という言葉があるが,弘安元年7月13日,後採草院第4皇子満仁親王は仁和寺に入り,同夜得度

して法名性仁を号した｡戒師は入道二品性助親王であった(｢仁和寺御伝｣ ｢仁和寺御室系譜｣等)｡これ

は, ｢若宮を一所わたしまゐらせて｣,という有明の,後深革院に対する乞いが叶えられたものであ

るに相違をい｡ (なお,得度の際の戒師が,性助法親王であった,という事実は,有明がこの性助

であったとする定説を裏づけるものではをく,むしろそれに対する反証の一つであろうと思う｡ 60

節に語られた事情からすれば,有明は,すくをくともこの戒師の役は遠慮したであろうと思われる

からである｡私は,有明は仁和寺先代御室,開田准后法助であった,と確信している｡この法助は,

性助が弟じた弘安5年12月の1年後の同6年12月26日には,性仁法親王の港頂の大阿聞梨をっとめ

てわ′る((｢仁和寺御伝｣))｡また,有明の申し出による後採草院皇子の仁和寺入りは,必ずしも有明に

対する院の厚意によるとみるべきではをかろう｡むしろ逆に有明の申し出は,院の厚意に対する感

謝の気持から出たものであって,仁和寺御室の直接の後継者というようなことではをく,直接には,

仁和寺の実力者(｢仁和寺請院家記｣中の,法助に関する諸記事,参照)たる准后法助の所領等の相続者,

という意味であったろう｡

さらにもう一つ付け加えると, 63節に,

かかる程に神無月のすゑになれば,つねよりも心ちも夜やましくわずらはしければ,心ぼそく

か夜しきに,御所よりの御さたにて,兵部卿そのさたしたるも,露の我が身のおき所,いかがと
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

恩ひたるに,---

とあり,作者の祖父,兵部卿隆親が,院の指示で,作者の出産の｢沙汰｣をしたわけであるが,

すでに本稿の｢序｣で述べたように,隆親は弘安2年9月に没しているから,この記事はそれ以前

のことを記したものでなければならない｡諸年立では,この辺りの記事は,弘安4, 5年のものとさ

れているが,それではこの点の説明はつかない｡

2. 59, 62節

この両節は,第1主題にぞくするもので,まず旦垂は, 5月はじめの一時的を里住みのころの,

｢雪のおけほの｣とのあっけ覆い一夜の逢瀬を綴っているが,これはいつの時期のことを記したも

のであろうか｡諸訳注書は,
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---かたみに浅からざりし心ざしの人,ありし伏見の夢のうらみより後は,まどほにのみを

り行くにつけても----

とある｢ありし伏見の夢のうらみ｣を,巻2, 52-56節の,今様秘事伝授のための伏見御所御幸

の際の,作者と近衛大殿との情事に関して, ｢雪のあけぼの｣が作者に対して抱いた｢うらみ｣で

あるとみている｡だが, 52-56節には, ｢雪のあけぼの｣にしても,また｢雪のあけぼの｣に擬せ

られている西園寺実兼にしても, ｢うらみ.という表現が思い当るようを叙述のされ方は,全然さ

れていない｡ ｢雪のあけぼの｣す夜わち実兼は,この御幸に特に命ぜられて参仕した作者に装束を

調達してやり(｢をみ夜-しのひとがさねに,---･･赤色のからぎぬかさねて,すずしの小袖,はか

まをど色々に,雪のあけぼののたびたるぞ,いつよりもうれしかりし｣),伏見からの還御には,作

者とともに院と同車した(｢これは御車のしりにまゐりたるに,西園寺も御車にまゐる｣)｡私は,

むしろ近衛大殿との情事は,院と実兼がひそかに相謀って,作者に仕向けたものであったろうと考

えている｡ ｢ありし伏見の夢のうらみ｣は,かの巻2, 46節の,伏見殿でのr~六条院の女楽｣に際し
●   ●   ●

て,祖父隆親から受けた恥辱(彼女はこの屈辱に堪えかねて御所を出奔したのであった)を指して

いる,と思われる｡その時以来,いろいろの事情で二人の逢瀬が聞達に怒っていたのであろう｡げ

んに,作者は御所出奔後は,諸所に逃げ隠れ, ｢雪のあけぼの.は, ｢山々寺々までも恩ひのこす

くまなく.その行方を探し求め, ｢春日に二七日こも.ったりもして,ようやく隠れ家を突きとめ

た｡そして,作者を,二人の間に生れた女児に対面させるのに, 5月は支障があるからというので
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

(｢五月ははばかるう-----｣), 4月晦日をその日に選んだりした｡

このように考えると,この59節が,内容的に巻2にどの個所-接続しているものであるかは,お

のずから明らかに覆ってくる｡巻2, 51節は

さても夢の面影の人-･･-･｡ ｢五月五日はたらちめの跡とひにまかるべきついでに｣と申しL
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●                     ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

を, ｢五月ははばかるうへ---｣としひていはれしかば,卯月のつごもりの口,---

というものであるが,これを59節の,

さても,さしも新枕とも言ひぬべく,かたみに浅からざりし心ざしの人,--･-･五月のはじめ,
●　　　●　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

例の昔の跡とふ日覆れば,---･
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

と読み比べる怒らば,この59節は, 51節の,母子対面の4月晦日の翌月5日に, ｢雪のあけぼの.

が作者の許を訪れた時のことを記したもの,とみてよいのでは夜かろうか｡ 51節に, ｢五月は,は

ばかりあるう-,こけの跡とはむたよりもいまいまし.と｢雪のあけぼの｣が言った,とあるのは,

5月5日の前後に,作者が対面すべき女児の上に,或る何事か(おそらくは着裳の儀)が起る予定

であることを暗示したものであるように思われる(それについての私の臆測は,ここには述べる余

裕が覆いが,この女児は,実は文永7年の生れであって,この時10才に覆っていたであろう,と私

は考えている｡夜か補説,参照)0

そうすると, 59節は,弘安2年5月5日のことを記したものであることになる｡現行の年立では,

51節(建治3年)から59節(弘安4, 5年)までの間に, 4, 5年の年月が経過したことに覆っている
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が, ｢ありし伏見の夢のうらみより後は,まどほにのみをりゆくにつけても｣,というたったこれだ

けの表現は,その4, 5年の時の経過を言い表わすには,あまりにも簡略にすぎるのではなかろうか｡

しかしまた,そうだとすれば, 59節(弘安2年5月5日)は, 52-56節(弘安2年5-7月)より

も以前のことを記していることになり,記事の配列順序が不審をものと覆る｡だがこれはつぎのよ

うに解釈される｡この59節は,第2主題の57ォ58節と,同じく第2主題の60*61節との間に,第1

主題の記事として挟みこまれ,前者　2, 3月)と後者　7, 9月)との時間的空自(単一の時の経過

の線上での)を埋める形に覆っている｡作者は,その意味でこの5月の記事を挿入したのであろう｡

つぎに,同じく第1主題の些塵であるが,これは,後採草･亀山両院が生母大宮院の病気見舞の

ために嵯峨御所に幸するのに,作者が女房としてただ一人特に呼び出されて奉仕し,女院は微志と

のことで2日つづさの祝宴が催され,作者は2晩とも,両院の同室での御寝に添臥する,という奇

怪を記事であって,両院がわざわざ同車で見舞に駈けつけたのに,大した病気で覆いことが,行っ

てみてはじめてわかり,そこでさっそく祝宴ということに覆り,病気のはずの女院がすすんで盃を

所望し,はては酔いつぶれてクダを巻いたり,また作者が宿願の参寵先から特に呼び出され,第1

夜に亀山院の挑みに応じをかったために,第2日も逗留してその夜も亀山院に当てがわれた,夜ど

というのは,この病気見舞の御幸が,もともとはじめから仕組まれた芝居であったことを思わせる｡

これは,事実としては,何時ごろのことであったろうか｡
lハつ

それは,両院打ち揃っての御幸と宴会であったことや,女院の病気見舞にかこつけて実は作者を

亀山院の寝所に侍らせるための催しであったらしいこと(これは十分動機のあることであったと私

は考えている)をどからすれば,やはり巻2の諸節の,両院御幸･御遊の場合と同じく,弘安2年
∫

のことであったろうと思われる｡

先述の,巻2,些選の,両院の小弓の競技の場合(弘安2年2月)には,亀山院は,後探革院に

向って,

御まけあらば,御所の女房たちを上下み夜見せ給-｡我まけまゐらせたらば又そのやうに｡
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

と言い,後採草院の負けわざとして,作者をはじめとする女房たちの｢まりのけいき｣が演ぜら

れたのであった｡またj旦笹の,伏見殿での｢女楽｣は,作者が退出したためにぶちこわしと覆り,

亀山院は失望して,作者の残した歌をもらい受けて帰ってしまったのであった(｢『こよひの女楽は

あいなく侍るべし｡この歌をたまはりて,かへるべし｡と申させ給ひて還御怒りにけり｣) (弘安2

年3月13日)｡

ところで, 621iJ<｣>場合は,第1夜に,後採草院が,作者の身重を理由に,作者を亀山院に添わせ
E13J

ることを別の機会にしたい,と言ったのに対して,亀山院は,

｢---･女三の御方をだに御ゆるされあるに,覆ぞLもこれにかぎり候ふべき｡我が身はいづ

れにても,御心にかかり候はんをばと,申しおき侍りし｡そのちかひもかひなく｣
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

と責めている｡

これによってみるに　45,46節の小弓の負けわざは,単に｢まりのけいき｣や｢女楽｣の催し事
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を相手(亀山院)の観覧に供することだけで終るのではなく,出演した女房たちの中から亀山院が

選んだ者を,寝所の伽に提供する,という露骨をものであったことがわかる｡

また, ｢そのちかひもかひ夜く.という言葉からすれば, 62節の両院御幸は, 45, 46節等の一連

の負けわざの,いわば延長であったわけで,亀山院は, 46節の｢女楽｣の際に裏切られた期待を実

現させようとして,後採草院に作者を要求し,後採草院がやむ夜くこれに応じたものであったろう

と想像される｡

さらに, ｢女三の御方をだに御ゆるされあるに,なぞLもこれにかぎり候ふべき｣という言葉が

問題である｡諸訳注書はいずれも, ｢女三の御方｣云々を,源氏物語で,宋雀院が皇女三の宮を弟

の源氏に降嫁させたことを言っているもの,と解しているが,はたしていかがをものであろうか｡

亀山院が後採草院の弟であることから思い付かれたのであろうが,このようを場合に架空の物語を

引き合いに出すというのもすこしおかしいし,書き方も唐突であり,女三の宮を｢女三の御方｣と

呼ぶことにも疑問がある｡

私見では, ｢女三の御方｣は,かの46節の｢六条院の女楽｣に,女三の宮を演ずるはずであった
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

隆親の女｢今参り｣であるに相違をい｡この｢今参り｣は,後採草院の側室としては,紫の上を浜
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

ずるはずの｢束の御方｣ (玄輝門院)と,明石女御の｢西の御方｣ (花山院太政大臣通雅女)に次ぐ

まさに｢女三の御方｣であった｡亀山院は,女楽の当夜かそれ以後に,この｢今参り.を後採草院
●   ●   ●   ●   ●

から｢御ゆるされあ｣つたわけである｡

そこで,そうすると, 62節の嵯峨殿御事は, 46節の嵯峨殿･伏見殿御事に引きつづいて行われた

ものであることは確実で,その時期も,伏見殿御宰(｢六条院の女楽_1)の3月13日(弘安2年)か

らさほど時日を隔てをいころであったろうと思われる｡それは,作者が御所に帰参(4月下旬)し

た後,また,女児に対面し(4月30日) (51節), ｢雪のあけぼの.と会った時(5月5日) (59節)

以後,の5-7月ごろであったろう｡

本節は, ｢神無月のころに覆りぬれば--･-｣と書き出して,文永7年10月の後嵯峨院の痕筆写

経の折の回想をもまじえて,数行に亘って晩秋･初冬の季節を強調しているのであるから,その点

からすれば,当然10月のことであったとしをければならをいが,前述の59節の場合と同様に,本節

ち,巻3の巻頭の57節以来つづいている第2主題の記事の単調さを破るために,その中間に点綴的

に挿入した第1主題の記事であって, 61節の9月の記事と, 63節の10月末･11月はじめの記事との

間に括入する文章であるところから,時期を10月と設定したものであろう｡例になく季節を強調し

たのも,むしろそのためであったろうし,後嵯峨院の麓筆写経を持ち出したのも,その時思い出し

たことのように書いてはいるが,そうではをくむしろ本節の執筆時に,思い出して書きつけたので

あろう｡ (注)

注｡文永7年の後嵯峨院の窟筆写経は,嵯峨の亀山殿で行われた(｢文永七年痘筆御八講記｣)｡ところで,62節
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

の両院の大宮院病気見舞は,大宮院の嵯峨大井御所で行われたように考えられており,私自身も本文中では
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そのように取り扱かったが,これは実は作者の脱化の筆にまどわされた誤りであって,事実としては,亀山

殿で行われたものに相違ない｡それだからこそ｢後嵯峨院の麗筆の御経｣云々が思い出されたのである｡

｢----･にはかに大宮院こころよからぬ御事とて,けさよりこの御所へ御幸ありける程に----｣,とある
●   ●   ●   ●

｢この御所｣は,大宮院が病気である以上は,大宮院の大井御所であると考えるのが当然である｡ところが,あ

との方に, ｢----みなうちしほれつつ立ち給ふに,大井殿の御所へ参らせおはします｡御おくりとて新院
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

御幸なり｡----｣,とある｡ ｢うちしほれつつ｣座を立ったのは後採草,亀山両院である｡ ｢大井殿の御所｣

へ行った(帰った)のは大宮院と後採草院であり,それを送って行ったのは亀山院である｡また, ｢両院御

幸,おなじやうに還御あり｡----還御なりぬる御あともさびしきに, 『けふはこれに候へかし』と大宮院の
●   ●

御けしきあれば,この御所に候ふに-･--｣,とあるが,両院の｢還御｣は,大井御所からそれぞれの御所
●   ●   ●   ●

への還御であり, ｢この御所｣は,この場合は大井御所であるとみるほかはない｡

結局,事実は次のようなものであったろうと想像される. -はじめ両院が大宮院の病気見舞に,同女院

の大井御所に幸し,病気が軽いものであったので祝宴を催すことになり(｢女院御なやみ,御あしのけにて,

いたくの御車なければ,めでたき御事とて,両院御よろこびの事あるペLとて----_｣),両院の間での,作

者についてのかねての約束をこの機会に果すことにして,亀山殿でそれを準備し,女院も事情を知って,大
ヽ                                                                                                                                ●

井殿から亀山殿へやって来ていた｡祝宴の後,大宮院が大井殿に引き上げるのに後採草院が同行し,亀山院
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

もこれを送って行って一泊した(亀山院が｢御おくりとて｣ ｢御幸｣した目的が何であったかばいうまでも

あるまい)｡つぎの日の夜は大井殿で再度宴会が催されて,翌日,両院還御となった-0

このように考えると,作者が後嵯峨院の麓筆写経のことを回想したのは,亀山殿という場所の連想に由る

のであって,時期･季節の連想に由るのではなかったとみてよかろう｡

しかし,それにしても,

----いにLへのことも,おぼやけわたくし忘れがたき中に,後嵯峨の院の麗筆の御経のをり,面々のす
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●       ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●                                                                    ●   ●   ●   ●

がた,ささげ物などまで,かずかず思ひいでられて,うらやましくもかへる波かな,とおぼゆるに----
●　　　●　　　　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

と書き綴られたのは,何か仔細ありげである｡

突飛なことを言い出すようであるが,私は,これは,作者がこの嵯峨亀山殴御幸の時,妊娠7, 8カ月の

身重で,出産まぢかであったことに関係する,と考えている｡これは,本稿の主題の範囲外に逸脱すること

になるので,くわしくは別稿にゆずるほかはないが,後嵯峨院の写経の行われた文永7年10月と言えば,そ

れはかの7節の東二条院の御慶の翌々月である｡そして,この御八橋の｢ささげ物｣の中には,先々月生れた

後採草院の姫宮(のちの遊義門院)のものがあり, ｢ささげ物｣をささげた廷臣たちの行列(｢面々のすがた｣)

の中には,作者の外祖父隆親,父雅忠,叔父隆顕,当時左衛門督だった西園寺実兼(｢太政入道殿の,左衛門
●   ●   ●

督など申しし頃のおもかげ-･---｣((130節)))等の姿があった｡私の推測では東二条院の御産は死産で,かの
●

姫宮とは, ｢雪のあけぼの｣すなわち実兼と作者との間に生れ,後採草院皇女に仕立てられた女児であった｡

御八講当時の作者には,皇女の実母としての跨りがあり,皇女と自分との将来に対する期待があった｡ 62節

の弘安2年の彼女は,皇子女ならぬ宿命の子(｢有明の月｣の第2子)を争み, ｢いにLへ｣の亀山殿で亀山

院の玩弄物に供せられようとした｡そしてその後間もなく彼女は東二条院の執勧な排斥を受けて遂に院御所

を放逐されることになったのであった(70節) (なお,文永7年には閏9月があった)0

最後に,本節については,もう一つ残された重要を問題を吟味しておかなければ覆らない｡その

間題の解決は,本節以後の諸節の年立の困難を解決する一つの鍵とも覆るものである0

上記の注で触れたが,本節の嵯峨御幸の時,作者は懐姫中であった(｢身もはばかりあるような

ればいとまを申せども,さしも目に立たねば---･･｣, ｢ただしは所せき身のほどにて候ふとて,さ

とに候ふを----｣, ｢いまは身もむつかしきほどなればと申して----｣)｡

叙述の表面上では,この懐姫は, 58節以来語られてきた有明の第1子の懐胎であることに覆って
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いる｡作者はそのように見せかけている｡もしそうだとすれば,それは弘安元年のことであって,

本節を弘安2年のこととする私の推定は,つじつまが合わをいことに覆る｡

しかし,私がこれまで繰り返し指摘してきたように,巻2と巻3では第1主題と第2主題が別々

に展開されている｡そして本節は,巻2の37節以来, 38, 39, 41-43, 45-56節,巻3の59節,と

進められてきた第1主題の叙述を引き継いでいるものである｡

巻2, 47塵は,弘安2年3月の作者の御所出奔の記事であるが,その中に,

しはすのころより,ただ覆らず怒りにけりと恩ふをりから覆れば,それLもむつかしくて,し
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

ばし,さらば,かくろ-ゐて,このほどすぐして身二つとなりをばと恩ひてぞゐたる｡

という一文がある｡また旦革に,

つごもり頃にや,御所にて帯をしぬるにも,恩ひいづるかずかず多かり,
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

とある｡これらによれば,作者は弘安元年の12月ごろ懐推し,翌2年4月晦日のころ,帰参した

院御所で着帯したわけである｡あとでわかるが(次項((3))参照),これは｢有明の月.との間に

できた第2子である｡
●   ●   ●

そこで, 62節に記された作者の身重も,この時の懐姫であったことがわかる｡現行の年立では,

47, 51節が建治3年の記事であり,巻3 (57節以下)は弘安4, 5年以後の記事であるとされている

ため, 47節の作者の懐姫は,出産の記事を欠いている,とみられていた｡しかし,本書では,他の

4回の懐姫の記事は,いずれも出産の記事を後に伴っているし,懐姫と,さらには着帯まで記して

おきをがら書き放しにして,出産のことを記さ覆いのは,甚だ不審である｡この点についての私の

解釈は,次の65節以下の検討の際に述べたい｡

3. 65-69節

65-69節は一部を除いて第2主題の記事であって,記事内容の時期は,或る年の11月から翌々年

の2月ごろまでである｡この個所は,史実に照合し得べき事項をほとんど全く含まず,もっぱら記

事内容からする推測だけに頼ら夜ければ怒らをいのは残念であるが,そのことはまた,この個所が,

作者がもっとも強く臆化しようとした個所であった｡ということを物語っているようにも思われる｡

脱化あるいは秘匿の対象は,有明の死と,有明の第2子の出生との時期である｡
●   ●

ィ. 65節

岩波文庫本における前節(64)と本節との章節の区切り方には多少問題があるが,本節は,

十一月六日のこと在りしに,あまりなるほどに,御おとづれのうちしきるも,そらおそろしき

に,十三日の夜ふくるほどに例のたち入り給ふ｡｢さるも,夜べて世の中つつましきに,をとと

しより春日の御木枝,京にわたらせ給ふが,このほど御帰座あるべLとひしめくに,いかをるこ

とにか,かたはらやみといふことはやりて,いくほどの日かずも-だてず,人々かくるるときく

が-･･--｣とて,つねよりも心ぼそくあぢき夜きさまにいひちぎりつつ,･･---

という文章ではじまり,有明が11月13日の夜,作者のもとを訪れ,翌々日の朝まで滞在したとき

のことを語っている｡
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｢十一月六日のこと在りしに｣は,前節の,有明の第1子の出産と産児の処置の記事を承けてい

るもので, 11月6日は,出産日でなく,院の指示に従って産児を他-引き渡した日をいうのである

が,この前節との接続関係からすれば,本節は建治3年11月の記事であるとしなければ覆らない｡

だが,そこには本書の読者･研究者を困惑させる一つの問題がある｡ 67節に,

-夢のおもかげ,うつつに車のうちにぞいらせ給ひたる心ちして絶え入りにけり｡そばな
●   ●   ●   ●   ●   ●       ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

る人,とかく見たすけて,めのとが宿所-まかりぬるより,水をだに見入れず,かぎりのさまに

て,やよひのそらも夜かばすぐる程に覆れば,ただにもあらぬさま覆り｡ありしあかつきよりの
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

ちは,心きよく,目を兄かはしたる人だにをければ,うたがふべきかたもをきことをりけりと,
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

うかりける契をがら･-･･--

とあって,有明の子を懐推したことに気づいたことが記され,また先述のように, 68節には,

---八月廿日の頃,そのけしきありしかども,---ことなく,をのこにてあるをみるにも,

いかでかあはれをらざらむ｡　-･

と記され, 8月20日ごろ出産したことがわかるのであるが,そこからすれば,作者は第1子の出

産の半月ほど後には,早くも第2子を懐胎したことに覆る｡玉井幸助氏は, ｢産科医に質したとこ

ろ,有り得ることだという｣とされたが(｢大成｣286ページ),これは生理学的を説明のほかに,心理

学や当時の性風習･禁忌(産稜)等の問題にもかかわるものであろうし,それらの方面からもその

ことの可能性を考えるべきであろう｡だが私はむしろ, ｢--　夜ごりを残していでたまひぬoこの

人をばおほせのままにわたしたてまつりて, ----0 ----御心しる人のもとよりさたしおくるこ

とども,いかにもかくれをくやと,いとわびし｡十一月六日のこと在りしに,あまりなるほどに御

おとずれのうちしきるもそらおそろしさに,十三日の夜ふくるほどに例のたち入り給ふ｡----｣と

いう, 64節から65節-かけての叙述の文脈のあいまいさ,ぎこちをさをこそ問題にすべきであると

思う｡ここには,例の臆化のための年時の虚構があるのであって,第1子の出産から第2子の懐姫
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

までの1ヶ年の日子を飛躍させているのに相違をい｡
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

そしてこれは,巻2, 47節の,第1主題の記事の中で語られた弘安元年の懐胎(｢しはすのころよ

りただ覆らずなりにけり｣)杏,第2主題の記事の進行がその時点に遷したところで,再びとりあ

げ,今度は第2主題の記事として当然くわしく叙述したものであろう｡｢しはすのころ｣と｢十一

月十三日｣とでは,時期が若干ずれるが,問題とするには当るまい｡

さてこのようにして,本節が弘安元年の記事であることに覆ると,そこにはまた別の問題が持ち

あがってくる.弘安元年の前後には,前掲の引用文中にみえる春日神木の滞京や帰座の史実はをく,

また, ｢かたはらやみ｣という疫病の蔓延した事実も記録にはみられ夜い｡

さらに本節の,有明が作者に語った話の中に,

うかりし有明のわかれより,にはかに雲がくれぬとききしにも,かこつかた夜かりしままに,

五部の大乗経を手づから書きて,--･-

とあって,弘安2年3月の作者の御所出奔(47-50)に触れている｡ (実は, 47-50節の作者の
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隠遁時の記事中にも,有明は,間接的に,作者の心の中や,四条隆顕の語った言葉の中に登場して

いた)0

それゆえ,本節は,弘安2年以後の某年のこととして書かれている,とみなければ怒らをい｡そ
●   ●   ●   ●   ●   ●

の某年とはいつであろうか｡それを突きとめるための手がかりは,やはり春日神木滞京･帰座の記

事であろう｡弘安ごろの春日神木入京の史実としては,弘安4年10月6日に入京し,翌5年12月21

日に帰座したケースが注目される.滞京の期間が記事(｢をととしより｣)とすこし合わをいが,棉

座の時期は合っており(｢このほど御帰座あるべし｣) ,おそらく作者は,本節の記事を,この弘安

5年11月のことと設定して書いたであろう｡

しかし,ここであらためて本節を読み直してみると,有明の言葉として記された神木動･帰座の

記事は,その前後の記事の内容とは何の関係もなしに,きわめて唐突に持ち出されている｡それは,

本節以下の諸節の記事内容の時期が,神木の滞京･帰座の事実の有った弘安5年であったように読

者にみせかけるために,作者がことさら書き記したものであるよう.に思われる｡

この間題は,次の66節の,有明の死の記事と関連があるので,次項でもう一度とりあげることに

する｡

口. 66節

本節の前･中段は,前節に引きつづき, 11月25日の有明の急死の前後のことを記すもので,前節

と同じく,弘安5年11月のこととして書かれているわけである.

ところで,この弘安5年には,一つの史実として,仁和寺御室性助法親王がその12月19日に弟じ

ている.定説は,このことを一つの有力を根拠として,有明をこの性助であると推定している.

だが私は,前にもすこし触れたように,有明は,性助ではをく,性助と紛らわしい或る別を人物

す夜わち仁和寺先代御室法助であったろう,と思う｡そのことを詳論する余裕はここには覆いが,

この私の推定の根拠の一つは,まさに上述の, 65節の神木帰座の記事の唐突さである｡作者は,有

明が,神木滞京･帰座の事実の有った弘安5年に死んだように見せかけ,そのことによって読者が,

有明は性助では夜いかと臆測するように仕向け,またそれによって有明の正体(法助)を臆化しよ

うとしたのであろう｡

要するに, 65, 66節の有明の死の前後の記事や, 67節以下における有明の命日や有明の回想に関

する記事は,法助が死んだ弘安7年11月21日の前後に起ったことを,性助が死んだ弘安5年のころ
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

に起ったことのように見せかけて書かれたものであろう,と私は考える｡
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

つぎに本節の後段は,

----心もことばも及ばぬ心ちして,涙にくれてあかしくらし侍りしほどに,ことしは春のゆ
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

くへもしらで年のくれにも覆りぬ｡御つかひは,たえせず｢をどまゐらぬに｣をどばかりにて,
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

さきざきのやうに,きときとといふ御つかひもなし｡何とやらん,このほどより,ことに仰せら

るるふLはなけれど,色かはりゆく御ことにやとおぼゆるも,---･参りも,すすまれず｡----

年もか-りぬ｡
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というもので,前･中段から引きつづいての記事であるようによそおわれてはいるけれども,｢涙

にくれX-　--.から, ｢年のくれにも怒りぬ｣までの文章は,あたかも有明の死が年初のことで

あったかのようを書き方になってしまっている｡これは,この本節後段の記事内容が,実は63, 64

節の,弘安元年10月末～11月6日の,作者の出産と産児の処置の記事の後を承けるもので,したが

って翌2年の年初のころのことを記しているものであることを物語っているようにみえる｡なお,

文末の｢---年もか-りぬ｣は,ふたたび有明の死後の時点にかえって,弘安5年々末のことと

して書いているのであろう｡

ハ. 67節

本節の前段は,有明の四十九日息と, 2月の彼岸のころの法華講讃のことを記すもので,前節に

引きつづき,弘安6年春のこととして書かれている｡ (この後者,す夜わち東山の聖のむろでの法

華講讃の記事は,後述の70節の,有明の三年忌に東山の聖のもとでの法華講讃を聴聞したという記

事と明らかに関連があり,私は,本節の記事は虚構であろうと考えている)0

本節後段は,かの65節の, 11月13日, 14日に有明とともに過した折に,有明の第2子を懐胎した

ことを,翌年3月をかばすぎごろに自覚した,ということを記しており,弘安2年3月の記事(事

実として)である｡

二. 68節

本節の前段は,有明についても触れてはいるが,内容的には前節後段と同様,第1主題にぞくす

る記事で, 4月中旬に院の召しがあり, 5月はじめから6月まで出仕したことを記す｡作者に対す

る院の態度が何とをく変ってきたことを,類似の表現で記している点, 66節後段(弘安元年々末)

と明らかにつ夜がりがあり,弘安2年4-6月の記事であろう｡

後段は, 8月20日ごろの,有明の第2子の出産のことを記しており,これも弘安2年の記事であ

る｡ただし,末尾に｢神無月のはじめつかたより,又さし出でつつ年もか-りぬ｣とあるのは,級

述の70段の記事からみて,虚構であろうと判断される(70段によれば,作者は弘安2年の秋のは

じめには,院の御所を放逐されている)｡

ホ. 69節

本節は, ｢こぞの御おもかげ身をはをれず　-･｣という一句があって, ｢御おもかげ｣が, 67段

に, ｢･---夢のおもかげ,うつつに,車のうちにぞ人らせ給ひたる心ちして絶え入りにけり｣と

ある｢夢のおもかげ｣ (す夜わち有明の面影)を指すところからすれば, 67段の弘安6年の翌7年

の1-2月のこととして書かれているわけである｡

また,元三に出仕した,とあるから前節(68)を承けて弘安3年の事実を記しているようにもみえ

る｡しかし,ここでも,かの66, 67段の,院の態度がよそよそしく覆ったということを繰り返して

記しているだけである｡さらに, ｢きさらぎの頃は,彼岸の御説法,両院,嵯峨殿の御所にてある

にも-･･･-･｣とあるが,史実の徴すべきものは見当ら覆い｡したがって,元三の出仕も,また嵯峨

殿での両院の彼岸の御説法も,前節(68)の末尾の記事と同様,虚構であろう｡



宮　　内　　三二郎　　　　　〔研究紀要　第26巻〕　　53

(これらの虚構((68節末尾, 69節))を設けをければ怒らをく覆った原因は,かの第37節以来,弘

安2年からの第1主題の記事と,建治元年からの第2主題の記事とを,同時に進行させてきたため

に,第2主題の記事が弘安元年末の時点((64節｡有明の第1子出生))に到達した時以後は,すでに

第1主題の側で叙述された弘安2年1-7月という時期における後探草院と自分との関係を,,第2主

題の記事としてもう一度とりあげて,第1主題の展開時点とのひらきを詰めなければ怒らをく覆っ

た,ということにあるだろう).

4. 70節

本節の前段は,

還御ののち,あからさまにいでて見侍れば,事の外におとなびて,物がたり,ゑみ,わらひを

どするを見るにも,あはれをる事のみ多ければ,をかなかをる心ちして,まゐり侍りつつ,秋の

はじめ怒るに,四条兵部卿のもとより,--･･･という文あり｡　　玄輝門院,三位殿と申す御頃

の事にや,･---

という文章で発じまり,作者の御所退去のいきさつを叙する重要を記事であるが, ｢還御｣とは,

前節の, ｢嵯峨殿の御所｣での｢彼岸の御説法｣からの後採草院の還御をいうのであるから,これは

弘安3年のことであるとしをければなら覆い｡また玄輝門院は,弘安3年1月8日に従三位に叙せ

られているから(｢女院小伝｣),史実にも適合するようにみえる｡

ところが, ｢四条兵部卿｣に問題がある｡四条隆親は,すでに幾度も述べた通り,弘安2年9月

77才で投した｡彼は,作者に向って, ｢いつとなき老のやまひと恩ふ｡このほどに覆りては,

ことにわづらほしく,たのみをければ---｣と語った,とされており,また71節には, ｢さても

兵部刺さ-,うかりし秋の蕗にさえにしかば----｣,とも記されている｡

それゆえ,この作者の御所退去は,隆親の死の1, 2ケ月前の,弘安2年の秋(｢秋のはじめなる

に｣)のことであったに相違をい｡それは,かの巻2の46節に記された伏見殿での｢六条院の女楽｣

(弘安2年3月), 47-51節の,作者の御所出奔･隠遁･帰参･女児との対面(4月), 52-56節の,

伏見御所での近衛大殿との情事(5-7月),巻3の62節の,嵯峨殿での亀山院とのいきさつ(5-7月)

に引きつづいて起った出来事だったのであり,また, 68節の,有明第2子の出産(8月20日ごろ)の

直前のことだったのである｡ ｢玄輝門院,三位殿と申す御頃の事にや----｣の｢三位殿と申す御

頃のことにや｣という挿入句は,記事内容にとっては何の必要もない,ことさらめいた一句で,

<弘安3年以後>を読者に印象づけようとする作者の年時脱化の意図が感知される｡

次に,本節後段は,

中々,出でてのちは,恩ひをぐさむよしはすれども,----, ----あかしくらして年のすゑ

にも覆れば,---･･･

とあり,弘安2年の,御所退去後のことを記すものであるが,そのつぎに,

----年頃の宿願にて,祇園の社に千日こもるべきにてあるを,----十一月の二日,はじめ
�"�"�"�"�"

甲卯や即こて,ノ早曙宵御神楽をるにまづ参りたるに,･----七日の参寵はてぬれば,やがて祇園
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にまゐりぬ｡･---ことしは有明の三年にあたりたま-倭,東山のひじりのもとにて,七日法花
●   ●   ●   ●   ●                                    ●   ●   ●   ●   ●                                                                                                     ●   ●   ●   ●

講讃を,-･･--ひるは聴聞にまゐり,夜は祇園-まゐりなどして,結願には,蕗きえたまひし日
�"　　　�"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"

なれば,･---
●   ●   ●

とあって,有明の三年忌の年す夜わち弘安7年のこととして書いていることがわかる｡しかし,

もしそうだとすると,上記の文章には二つの疑問点がある｡その一つは,弘安7年11月2日が子

(ね)の日であって卯の日では夜かった,という点である｡だが, ｢長暦.に拠る｢続史愚抄｣によ

って調べると,文永･建治･弘安年間を通じて, 11月2日が初卯の日であったのは,文永6年のた

だ1回だけである｡したがってこれは,作者の記憶の誤りによるものか,意識的を脱化によるもの

か,のどちらかであろう｡そして,弘安7年11月の初卯の日は, 5日であって,たしかにその日に
●   ●

恒例の石清水八幡宮御神楽が行われている(｢勘仲記｣)｡
●   ●   ●   ●   ●   ●

第2の疑問点は,七日法花講讃の結願臼が有明の命日に当っていたのであり,上掲の引用文によ

って11月2日または5日から計算すると,大体, 66節にいう有明の菱[I (11月25日)に合致するが,

そうをると,弘安5年12月19日に投したかの性助法親王は,やはり有明には該当し覆いのではをい
●   ●   ●

かと思われてくる｡という点である｡

有明は性助ではをく,性助とまざらわしい先代御室法助だったのではなかろうか｡もしそうだと

すれば, ｢七日法花講讃｣の結願日は,有明の三年忌命日ではなく,まさに｢轟きえたまひし日｣

(弘安7年11月21日)だったことに覆る｡

しかし,作者が祇園社の千日寵りの一方で, ｢東山のひじりのもと｣での法花講讃を日々聴聞し

たのは(｢ひるは聴聞にまゐり,夜は祇園-まゐりなどし-c----｣),やはり,有明の死にあう以

前のことではなく,有明の死後の,命日のころのことであったと思われる｡それは, ｢有明の三年｣

ではなく,一周忌,つまり弘安8年の11月のことだったのでは夜かろうか｡結局本節は,祇園杜千

日寵りをはじめた弘安7年に,法花講讃の結顧日に有明の一周忌を迎えた弘安8年を結びつけて,
●   ●   ●   ●                                                                                                  ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

それを弘安7年の1年のことのように記したのでは夜かろうか｡

5. 71節

本節は,前節を承けて翌年の記事で(｢年もか-りぬれば｣),

----さても兵部卿さ-,うかりし秋の露にきえにしかば･----

とあり,これは前年の秋のころをふりかえって言っているのであるから,隆親の死の翌年すなわ

ち弘安3年の記事であることに覆る｡他方,本節の末尾には,

----千部の経を初めて読み侍るに,さのみつぼねばかりは,---･はばかりもあれば,宝塔

院のうしろに,二つある庵室の,ひんがし覆るを点じて寵りつつ,ことしもくれぬ｡

とあって,前節末尾の祇園杜千日寵りが継続しているわけであるから,前節の弘安7年の翌8年
●   ●

のこととして書かれていることに覆る｡

ところがこれは, ｢又の年のむつきのすゑに--･-｣,ではじまる弘安8年2-3月の北山准后九十
●   ●

賓の記事である72 (-77)節と抵触する｡しかも,弘安8年1月末の記事である72節には, ｢こも
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りの日かずは四百日にあまるを---｣と書かれており, 70節の有明の三年忌云々の記事の時期か
●   ●   ●

ら1年余(70節の,祇園に寵りはじめたのは11月10ごろと算定されるから, 50+354+30-434((日))

となる)経過したことになるので,この72節の弘安8年から逆算すると, 70節末尾は弘安6年の,
I

また71節末尾は同7年の,記事であることに覆って,記事内容の年立は全く混乱する｡

この間題は,つぎのように解釈するほかはないであろう｡す夜わち, 71節末尾の｢ことしもくれ

ぬ｣と, 72節の冒頭の｢又の年の｣と, ｢こもりの日かずは四百日にあまるを｣云々は,虚構であ

り, 1ヶ年の虚構の日子を設定することによって,有明の没年を臆化しようとしたのであろう｡

70節後段･71節後段･72節の記事からして推測される当時の事実は,おおよそ次のようなもので

あったろう｡す夜わち,作者は弘安7年の11月はじめに石清水に7日参寵し,ついで祇園社千日参

寵をはじめて間も夜く,同月21日に有明(法助)の計に接した｡明けて弘安8年の春,居を宝塔院

の後の庵室に移して千部経を読みはじめたところ-1月末大宮院から手紙が来,千日寵りを中断し

て北山准后九十賓に出仕することにしたであろう｡

6. 72-77節

巻3巻末のこれらの諸節は,弘安8年2月末から3月はじめ-かけての,北山准后九十賀の記事

であって,年立上なんら問題はない｡ 76節に, ｢ふたとせの御うらめしさ｣云々とあり,｢ふたとせ｣

は御所退去以来の2年を意味しているであろうが,これも作品上の擬装であろう｡

同じ76節に, ｢うきことを心ひとつにしのぶれば｣という作者の句に対して,後採草院が, ｢と申
●   ●

sn嘩jJやI/)I -<#｣･4.,㌢ii, i>n亨巨.)呼や_.,と言って, I-キ与で呼号#HI|<Z)JJ-　上付旬し,亀III

院が, ｢この有明のしさい,おぼつかなく｣,と言った,と記されている｡

この後採草院の付句は,有明の死について言ったものに相違をいが,それは,弘安8年3月から

2年余も繭の,弘安5年12月の性助の死ではをく,わずか3ケ月ほど前の,弘安7年11月の法助の
●    ●

死を指していた,とみる方が時期的にいってしっくりするのでは夜かろうか｡

補記｡さきに3.ホ.で言い落したことであるが, 69節の, ｢きさらぎの頃は,彼岸の御説法,両

院,嵯峨殿の御所にてあるにも｣は, ｢勘仲記｣にみえる弘安2年2月12日長講堂彼岸結願と,
●   ●

引き続き翌13日から嵯峨亀山殿ではじまった後嵯峨院御八講の二つの法会をいっしょにして言っ

たものであるかもしれ覆い｡後採草院の嵯峨殿御事のことはみえをいが, ｢勘仲記｣の記事は,15

日の御八講第3日のもののみであるから,結願の17日の辺りで御幸があったということも考えら

れる｡

巻3の年並は,以上接述してきたようにきわめて複雑で,また特に65節以後は,岩波文庫本の章

節の分け方に適合させにくく覆っているので,巻1･2の場合のようを比較的単純を表に仕立てるこ

とは困難であるが,大要つぎの通りである｡



56 ｢とはずがたり｣年立の再編成

巻3(57-77)年立　([コ内は,擬装された年時を示す)
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以上をもって,本書の前編ともいうべき巻1-3の年立の検討をひとまず終る｡

私は,本稿の｢序_｣で,本書が自伝的回想録と,自己の経験を素材とする小説的創作との二つの

性格を併せ持っていること,またそこからして,本書の一元的な-/[ト立を作ることはきわめて困難で,

混成年立に終る可能性が大きいこと,春稿は,もっぱら素材的なデータにもとづく一元的な年立の

再編成をこころみようとするものであること,を述べた｡

検討をすすめて行くうちに感ぜられたことは,本書は,たしかに史実と作者白身の経験とを素材

としてはいるだろうけれども,かの二つの性格のうち,創作的性格が,一般に漠然と考えられてい

るよりも,はるかに強いのではないか,ということである｡

私にそう感じさせた事例の-つを挙げると,本書には,一つの事実素材を,異った個所で,登場

人物やシチュエイションを多少変えただけで, 2回使用したのではをいか,と思われるケースがい

くつかある｡たとえば,巻1の21節と巻2の47-49節とにおける,醐醍勝倶艦院の真願房のもとで

の龍居の記事や,巻1の27-30節と巻3の62節とにおける,嵯峨大宮院御所御幸の記事,巻1の23-

25節と巻3の58, 60, 64節とにおける作者の出産に関する記事は,そのもっともいちじるしい例で

あり,ほかにも巻2の41節と53-56節とにおける伏見殿御事の記事,巻3の67節と70節とにおける

法花講讃の記事等がある｡

それゆえ,この間題が解明されたとすれば,その結果,私がこころみた本稿の年立の再編成も,

部分的にはまたもう一つの混成年立にすぎなかったことが判明するかもしれ覆い｡むしろ私はその

ことを予感している｡

つまり, ｢年立の再編成｣をこころみる前に,徹底的を再解釈,再解読が必要であったわけであ

るが,しかし,逆に年立の再編成をこころみてみてはじめて｢解読｣の必要に気付かされたのでも

あるし,上の問題とは直接関係の覆い部分もか覆りあるので,本稿を,暫定的を年立としてひとま

ず提出することにする｡

次に掲げる略年譜も,以上のようを意味では,暫定的をものにすぎをい｡
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｢とはずがたり.作者略年譜(皇蓋妾…等)

((( )内の番号は,岩波文庫本の章節番号を示す))

文永5年(1268)

1月.後採草院妾と覆る(1-6)

同　7年(1270)

9月.束二条院の皇女出産にあう(7)

同　9年(1272)

2月.後嵯峨法皇の崩御にあう(9)

6月.後深革院皇子を懐姫する(ll)

8月.父,判完大納言雅忠の尭表にあう　14

同10年(1273)

2月.皇子を出産する(22)

12月. ｢雪のあけぼの｣すをわち西園寺実兼の子を懐姫する

同11年(1274)

9月.女児を出産し,女児は他へ連れ去られる(25)

10ノ十　昨年出産の皇子夫折する

建治元年(1275)
あが

1月.東宮御所で粥杖の遊戯とその購い(34-36)

3月. ｢有明の月｣すなわち仁和寺先代御室法助にはじめて愛を打ち明けられる(37)

9月.院御所で有明と契る(40)

11月.大宮院嵯峨御所で,後深革院のために,前斎宮恒子内親王の手引きをする(27-29)

同　2年(1276)

12月.有明に起請文を送らる(44)

建治3年(1277)

2月.御所で院の了解のもとに,有明と密会｡この時懐姫する(57, 58)

10月.月末,有明の男児を出産,院の皇子として他-引き渡す(63, 64)

弘安元年(1278)

11月.有明と2夜を過し,その第2子を懐姫(65)

同　2年(1279)

1, 2月○院御所での蹴鞠に,亀山院に｢御かきひたし｣を参らせる(38)

○六条殿移従御幸に供奉,出し事5輪中の第1輔左座席に乗車する(39)

○両院の小弓の競技の｢まけわざ｣として,後採草院の女房24人｢まりのけいき｣をあ
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らわすのに,上藤8人の上首としてつとめる(45)

3月.伏見殿での｢六条院の女楽｣の催しに当って,役柄や席次に関し,外祖父四条隆親(そ

の女｢今参り｣)の仕打ちにいきどおり,出奔して諸所に隠れる　46, 47)

4月. o醍醐の隠れ家に,善勝寺隆顕,後採草院, ｢雪のおけほの｣の訪問を受け,説得されて

御所に帰参する(48-50

0晦日, ｢雪のあけぼの｣のはからいで,二人の間に生まれた女児に対面する　51

5月. 5日, ｢雪のあけぼの｣との短い逢瀬を持つ　59)

5-7月○伏見殿御幸に当り, ｢近衛大殿｣と通ずる(52-56)

○大宮院の病気見舞のため両院の嵯峨御幸に出仕し, 2夜,両院の寝所に侍る(62)

○束二条院の命によって,祖父隆親から院御所退去方を申し渡され,局を引き払って隆

親の宿所にさがる(70)

8月. 20日ごろ,有明の第2男児を出産する(68)

同　7年(1284)

11月. 21日,有明(法助)の死にあう(65-67

同　8年(1285)

2-3月.北山准后九十賓に出仕する(72-77)

補説　｢有明の月｣･｢雪のあけぼの｣･遊義門院

Ⅰ.

1.第7節に記された東二条院の御慶は,諸記録にみえる文永7年のそれであったろうことは,本

論中で述べたが,そうすると,記事中の｢如法愛染の大阿聞梨にて大御室｣は,性助ではなく,紘

助を指しているに相違をい｡ ｢正･続群書類従｣所収の2種の｢御慶御祈日録｣には, ｢九月三日｡

如法愛染王法覧砦誓普賢延命法禦義邦0 ,.--･･., ｢九月三日如法愛染王法覧砦警0...-･･･普

賢延命法若鮎認印0　--.とあり,これによれば｢御室.す帥ち性助法親王は,普賢延命
法を行じたのであって,如法愛染王法は隆助僧正の行ずるところであった｡隆助は｢兵部卿｣隆親

の弟で,東二条院の母方の叔父,また作者にとっても母方の大叔父に当っており,作者がこれを

｢御室｣ (性助)と思い誤ったとは考えられない｡まして作者は｢御室｣でをく｢大御室｣と呼んで

いる｡これは, ｢筑摩叢書｣本補注(405ページ)に, ｢ここは在世中の先代御室を当代御室と区別し

て『大御室』というかと思われるが---･･･｣とある通り,当時在世中の先代御室法助を指して言っ

たとみるべきであろう｡ (ただし,同補注はあとでこれを否定している)｡

そこで両｢目録.の｢准后.が問題となる｡これは,他の粂々,たとえば｢六字法案警護払机
●   ●   ●   ●   ●   ●

･如意輪法怠笥琵鮎汰O.等から推して,修法の阿聞梨ではなく,修法の｢沙汰.をした者の名を
●   ●   ●   ●   ●   ●

挙げたもので,さしずめ束二条院の母,常盤井准后貞子あたりであったかとも思われる｡しかしこ
●   ●

の｢准后｣は,開田准后法助でもあり得る｡というのは,当時すでに隠退していた先代御室法助も
●　　　●
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また束二条院の縁者であったからである(両者の,それぞれ母方,父方の祖父は西園寺公経で,両

者はまたいとこ同志に当る)｡しかしまたつぎのようを推測も可能であり,むしろこの方が蓋然性
�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"

が大きい｡

｢目録.によれば,咋智幸準軍. (法助)紘,文永2年と4年の2回の｢皇后宮. (京極院)の御

産に当っては,着帯の加持を行っており,文永2年の場合は,如意輪法を行じてもいる(｢如意輪

端冨害竿軍O.)oところが文永4年の場合は, ｢如意輪法霊芝慧蓋替.,とあって,准后法助に代っ
●   ●   ●   ●   ●

て道融が如意輪法を行じている｡道融は,西園寺公経の子でその点では京極院とまた法助の縁者に

当るわけであるが,仁和寺別当,西院の院主で,正嘉元, 2年仁和寺の法務を執り,文永3年には

寺務護持憎を宣下されている(｢仁和寺諸院家記｣)0

この文永4年の記事から推すと,文永7年の｢如法愛染王法笠監禁｣or准后｣も, ｢覧砦等毒替.｣
の｢辞退替｣が書き落されたものではなかろうか｡この場合の隆助は,前述の通り,束二条院の母

方の叔父(後採草院の大叔父)に当り,仁和寺院家般若寺の院主で,道融と同じく,先代御室准后
●   ●   ●   ●   ●

法助に代って如法愛染王法を行ずるにふさわしい｡

いずれにしても,第7節｢如法愛染の大阿聞梨.｢大御室｣は, ｢日録｣にいう修法当日の｢九月

三日｣ではなくて, 9月18日の出産当夜に,後採草院のもとにいわば内々に伺候していて,難産に
●   ●   ●

ついて院の相談を受けたのであるから,これが｢日録｣にいう｢准后｣すなわち法助であった,と

考えるのがもっとも自然なのでは夜かろうか｡法助は,後採草院にとっても母大宮院の従兄弟に当

る縁者で,この時44才(院よりも16才の年長),准三宮先代御室として,地位といい,門地(九条

関白道家の子｡母は西園寺公経女)といい,また閲歴といい,当時の仏門の最高権威者ともいうべ

き存在であった｡ (注)

注. ｢筑摩叢書｣本の補注(405ページ)は, ｢仁和寺御伝｣には性助が愛染王法を修したことがみえるのに,

法助の条にはそれが見えない,ということを理由に, ｢如法愛染の大阿閣梨｣を法助でなぐ陸助であると推

定しているが, ｢愛染王法｣と｢如法愛染王法｣とをただちに混同している点は措くとしても,法助が(如

法)愛染王法を修したことが,たまたま｢御伝｣の法助の項に見えないからといって,法助が同法を行じた

ことがなかったということにはならないだろう｡法助は仁和寺御室としで性助の先代で,性助の出家に当っ

ては戒師となり,港頂にも大阿聞梨となっており,性助の直接の真言の師というべく,したがっで性助が(如

法)愛染王法を修しているのに,法助にそのことがなかったとは,およそ考えられない｡

2.第13節に,作者の皇子懐姫に当り,叔父善勝寺隆顕が院の使者として｢御滞.を持ってきたのに

対して,父雅忠が, ｢御室より給はりて秘蔵せられたりし,しほがまといふ牛｣を献上した(文永9
●   ●

年),という記事がある｡雅忠の世代(法助とほぼ同年齢｡性助は20才年下)から考えて,この｢御

室｣は,法助であろうと思われる｡ (これに反し, 9節と22節とにおける｢御室｣は,記事内容か

らみて,当代御室性助を指しているであろう)｡またしたがって,37節の, ｢故大納言((雅忠))が常に

申し侍りし事も忘れずおぼしめさるる｣と言った｢有明の月｣は,やはり法助であったに相違をい｡

3.第57節に,かの文永7年の東二条院所生の皇女(遊義門院)の病気平癒御折に, ｢有明の月｣が
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如法愛染王法を行じた,とあるが,内々の祈藤であるだけに,上記(1)の縁故からみて, ｢有明｣は

当代御室性助よりも, ｢大御室｣すなわち先代御室法助の方がこれにふさわしい｡

なお,この時院白身のための｢御祈｣の｢北斗の法｣をうけたまわったのは, ｢鳴滝｣すをわち

文永7年の御産御折に如法愛染王法を行じた般若寺の隆助であったが,これも内々の御折であった
●   ●

だけに,後採草院･束二条院に因む｢准后｣ (法助)とこの隆助との関係が注目される｡もともと

｢有明｣を作者に直接引き合わせたのは,作者の叔父善勝寺隆顕であったが(57節･ ｢隆顕にみちし

ぼさせられけるを.｡なお, 44�"47節参照),有明が隆顕に幼時から目をかけていたのは(｢この大納

言((隆顕))はをさなくより御心ぎしあるさま覆れば｣ ((44))),隆顕の叔父(作者の大叔父)である

仁和寺院家の般若寺の隆助を介してであったのではなかろうか｡またこの一句は,有明が隆顕より

もかなり年長であったことを思わせる｡隆顕は後採草院と同年で,法助の16才年下,性助よりは4

才の年長である｡ (57節には,院の言葉として, ｢いはけなかりし御ほどより,かたみにおろかならぬ御ことに

思ひまゐらせ----｣とあり,この個所だけからすれば,有明は皇弟性助であるようにもみえるが, ｢御｣は作

者の,院に対する敬語表現ともとれるし,むしろこれは,有明を性助に見せかける作者の脱化技巧ではなかろ

うか　44�"60�"65節等の記事も,有明が多年仏道修行に明け暮れた老熟の憎であることを思わせ,これは,級

嵯峨院皇子として5才で仁和寺に入り, 11才で出家し, 12才で捻法務･寺務となり,弘安5年の投時に36才で

あった性助には似つかわしくない)0

3.有明は作者に向って, ｢おをじ心にだにもあらば,こきすみぞめの決に覆りつつ,ふかき山に

こもりゐて　^<隼ぎ琴きちcol!ヒK,や?キ毎年で4.,｣,と言い(40),また院に対しても, ｢･･･---

さやうにしるきふしさ-侍るなれば,若宮を一所わたしまゐらせて,我は深さ山にこもりゐて,こ

きすみぞめのたもとになりて侍らん_｣,と誓ったが(60),性助は,弘安元年の後採草院皇子満仁親

王の仁和寺入りの後も,同2年4月14日には亀山院に伺候しており(｢吉続記｣),同4年2月28日
●    ●    ●

には大聖院で異国御折のために仁王経法を行じており(｢仁和寺御伝｣),同5年12月19日入滅する

まで仁和寺御室の地位にあった(同年同月,満仁((性仁))がそのあとを襲った)｡

他方,法助は,そのころの消息は不明であるけれども,性助の死後1年の弘安6年12月に至って,

大阿聞梨としで性仁に港頂を授けている｡彼は, ｢探き山にこも.ったかどうかはともかくとして,

おそらく,性助の急死に遭って,やむ夜く後採草院皇子性仁法親王(当時16才)をみずから後見L

をければならをく覆ったのであろう｡

4.63-65節に記されているところによれば,有明は,作者が彼の第1子を出産する前後のころ,

作者が里住みした乳父の家の近くにあった自分が召し使っている稚児の家にひそかに立ち入って滞

留し,しげしげと作者と通いかわしているが,いやしくも仁和寺当代御室として法助に代って正嘉

2年(1258)以来抵法務･寺務を執る性助に,はたしてそのようを隠居爺の色狂いじみた気ままを所

業にふける余裕があっただろうか｡

以上の諸点からして, ｢有明の月｣は,性助ではをく,法助であった,と考えたいO
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ⅠⅠ.

本論中では触れ覆いでおいたが, ｢とはずがたり｣の巻1と巻2には,作者白身と｢有明の月｣

および｢雪のあけぼの｣との関係についての従来の解釈が,根本的に考え直されざるを得なくなる

ようを一つの問題がひそんでいる｡

巻1の18, 19節の,四条大宮の乳父の家にいた作者を,茨を切り払った築地をのりこえて,忍ん

で訪れた人物,また21節の,醍醐の勝倶艦院の寵居先-も忍んできた人物は,従来の一致した解釈

では,問題をく｢雪のあけぼの｣す夜わち西園寺実兼であるとされている｡たしかに18節の,茨を

切り払って｢ゆゆしき御かよひぢ｣を作ったのは｢雪のあけぼの｣の使いの者であり, 20節の,｢ほ

のぼのとあくる空にみねの白雪光りあひ{･-　｣云々という描写は, ｢雪のあけぼの｣という呼

称の由来を物語っているようであり(ただし,この呼称の由来は,すでに16節に, ｢-とせの雪の

夜のくこんのしき.云々に,さりげなく示されている),また,あとにつづく24, 25節の,作者の

懐姫と出産の記事に出てくる人物も,一応, ｢雪のあけぼの.であるに相違をい｡

しかし,そこには多くの疑問点が見出される｡まず第一に,作者は｢雪のあけぼの｣に対しては

終始これを自分にとってきわめて親密を間柄の人物として描出しており,敬語を用いるにしても

｢る｣｢らる.どまりで, ｢給ふ｣｢おはす｣等をほとんど用い覆い｡ところが18-21節のかの人物の

上を語るには,他の個所での｢有明の月｣に対してと全く同様に,身分や間柄の或る隔たりを思わ

せる恭敬の態度がみられ, ｢給ふ｣ ｢おはす.等の敬語表現を几帳面に反復して用いている｡ 25節で

は,敬語ぬき,または｢る｣｢らる｣と, ｢給ふ｣とが混在しているが,実はここには, ｢雪のあけ

ぼの.のほかに,もう一人｢有明の月｣がひそかに登場しているものとみられる(後述)｡

第二に, 18節の, ｢心の外の新枕.のあとでかの人物と作者が贈答した歌は, ｢か-るさは涙にく

れて有明の月さ-つら卓---･･･｣･｢　　袖の涙にありあけのそら｣というものであって,これこ
�"�"�"�"�"�"�"�"

そが｢有明の月｣の呼称の由来であるように思われる｡

第三に, 16節では｢雪のあけぼの.徳,文永9年9月に,亡父雅忠の中陰に,亡父の邸で引き寵

っていた作者を｢無文の直衣姿｣で(後嵯峨院崩御による諒闇中)おおっぴらにおとずれて,作者

にいそいそと迎え入れられ(｢人づてにいふべきにしあらねば,寝殿の南向にてあひたり｣), ｢泣き

み,笑ひみ｣,むつまじく一夜を語り明かしている｡ところが18節ではこの｢あけぼの｣が,その-

と月後に,作者の乳父の家の,茨を切り払った築地をのりこえてこそこそと忍びこみ,懐姫中を理

由に強く拒もうとする作者に,虚言を弄Lで情交を迫り,つ両こ思いを遂げた,というこの両人の

挙動･態度の急変はまことにいぶかしい｡しかもこの人物は,諒闇中にもかかわらず, ｢もみぢを

うき織りたる狩衣に,紫苑にや指貫のことにいづれもをよらかなる姿｣といういでたちであったが,

一体,何の必要があってわざわざこのような服装で忍んできたのだろうか｡

思うにこの人物は｢あけぼの｣ではをく, ｢あけぼの｣すをわち実兼のひそかをはからわを受け

た｢有明｣すをわち法助だったのである(法助にとっては実兼は母方の従兄の子に当る)｡実兼は
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或る隠された動機から,有明の請いを容れ,彼を作者に引き合わせようとして,彼が院と鉢合わせ

せぬよう偵察のために使いを出し,使いの者は実兼の指示によってか,または自分で気を利かせて

茨を切り払ってまさに道ならぬ｢ゆゆしき御かよひぢ｣を作り(作者が｢とは何事ぞ｣と不審がっ
●   ●   ●   ●

たのもむりはない),有明は僧衣を狩衣･指貫に着替え,俗体に変装して(万一院と鉢合わせした
●   ●

時のことを慮ったのであろう),不意打ちに忍び入ったのである｡｢かかる御身のほどなれば,つ

ゆ御うしろめたきふるまひあるまじきを,年月の心の色を,ただのどかにいひさかせん｣という初
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●        ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

回らしい,またいささか尊大で投滑を彼の言葉は, 16節の｢あけぼの｣が口にしそうを言い草で

はをい｡作者と｢あけぼの｣は,すでにずっと以前から互いに言い交し,許し合っているのである｡

また21節の場合にしても,作者は同じ人物を, ｢すさみごとに心ぎた夜くさへは,いかがぞや,棉
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

り給ひね｣と今度も固く拒もうとしたのであった(16節の｢あけぼの｣との場合については,作者

徳, ｢かやうのすさみごとまでもをごりある心ちし{･･-　｣と書いている).彼が勝倶艦院の尼僧
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

たちへ｢けさころも｣を手土産に(あるいはむしろ口封じに)持ってきたというのも,僧侶らしい

心遣いであり, ｢色をきかりぎぬきたる者二三人｣が彼を迎えにきた,というのは,実兼がつかわ
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

した者どもでもあったかと思われる｡

さらにこの21節と内容上密接に関連する巻2の47-50節の,勝倶艦院寵居の記事の場合にも,

有明はさあらぬ態で(いわば隠れ蓑をつけて)登場している(この点も従来全く見落されていた)0

49節の,

----など,面々にいひさだめて,雪のあけぼのも今朝たちか-りぬ｡面々の夜ごりもいとし
●   ●                                        ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●        ●   ●

のびがたくて,兄だにかくらんとたち出でたれば,善勝寺は櫓桓に夕顔を織りたるしじらの狩衣
●   ●   ●   ●

にて----夜ふかくかへりぬ｡いま一人は,･---うすかうの狩衣｡----あるじのかたへも｢思
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●       ●   ●   ●   ●   ●                 ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

ひよらざる見参もうれしく｣をどあれば, ｢-･･･-･･おもひがけぬ人ゆゑ,をりをりかやうなる御
●   ●   ●   ●   ●   ●

たもとにてたづね入り給ふも,山がつの光にや恩ひ侍らん｣をどあり｡--州
●   ●   ●   ●   ●

という一節の叙述には脱化の跡が顕著であるが,勝倶艦院を明け方に立ち去る｢面々｣とは,｢雪

のあけぼの｣と｢善勝寺｣ (隆顕)の二人だけではなく,ほかにもう一人(｢いま一人｣)の計3人

をいうのであって, ｢うすかうの狩衣｣を着た｢いま一人｣とは,隆顕と同道して来た｢有明の月｣

であったろう｡ (ただし, ｢-三笠の神のしるべにやと参りて-｣は｢雪のあけぼの｣の言葉であろ

う)｡上掲の一節の前に,

善勝寺のとぶらひいひて, ｢これに侍りけるに恩ひかけずたづねまゐりたり｡げざんせん｣と
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●       ●   ●   ●   ●   ●

いひたり｡｢かまへて,これへ｣とねんごろにいほれて,このくれにヌたちよりたれば----
●   ●   ●   ●       ●   ●   ●       ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

と記されているが, ｢これに侍りけるに　　　げざんせん｣は,隆顕の寵居先に来ていた有明の

言葉を,隆顕が実兼に伝えたものであり, ｢かまへて,これ-.という実兼の言葉は,有明に対し

て言ったものである｡実兼と隆顕との間柄は,そのような改まった挨拶の要るようを間柄ではなか

った｡ (なあ　隆顕はそのころ, ｢北の方が父,九条中納言家に寵居.　　していた)｡

また,院主の尼の, ｢かやう覆る御たもと｣云々という言葉は,准三宮先代御室という尊貴を身
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分の法助が,ふつうならばめったに立ち寄るはずのないこの｢柴のいほり｣の｢山がつ｣のもとへ,

俗体で訪れたことを言ったのである｡
●   ●   ●

そして,この第三の人物は, 18節の場合と全く同様に,立ち去りがけに, ｢世のうさも恩ひっき

ぬるかねの音を月にかこちて有明のそら｣と口ずさみ,作者はそれに答えて, ｢かねのふとにうさ
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

もっらさもたちそ-て名残をのこす有明の月｣と詠んだのであった｡
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

つぎに, 23節には,

--･-しはすの月をしるべに,又恩ひたちて,夜もすがらかたらふほどに, ----あけすぎぬ

るもはしたをLとて,とどまりゐ給ふも,そらおそろしきここちここちしながらむかひゐたるに
●   ●   ●

---･｡今日はのどかにうちむかひたれば,さすが里の者どもも,女のかぎりはしりはてぬれど

も----｡

とあるが,かの21節の,醍醐の勝倶艦院での一夜から1年経った翌文永10年の12月に,里住みの

作者をたずねたこの人物は,もちろん18-21節の場合と同一人物であって, ｢給ふ｣という敬語か

らみても, ｢あけぼの.ではなく, ｢有明｣である｡そして作者はこの時,この人物の子を懐胎した

ことは,つぎの24節の, ｢二月((文永11年))の末つかたより,心ち例覆らず覚えて物もくはず｡----

やうやう見し夢の夜ごりにやと恩ひあはせらるるも･---｣,という記事でわかる｡

ところが同節の,

---･･さとがちにのみゐたれば,つねに来つつ,見しることもありけるにや, ｢さにこそ｣を
●   ●   ●       ●   ●   ●

どいふより,いとねんごろなるさまにいひかよひつつ, ｢君にしられたてまつらぬわざもがを｣と
�"�"�"�"�"�"�"�"�"

いふ.----六月七日, ｢さとへいでよ｣としきりにいはるれば, -･-･･･帯をてづから用意して,
�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"

｢--･-･｣といはるるぞ,心ざしもをほざりならずおぼゆれども---･･･
●   ●   ●   ●

という記事の人物は,敬語抜き,および｢る｣の使用(｢給ふ｣を用いない)からみて,明らか

に｢あけぼの｣ (実兼)であり,実兼が,生れ出るべき自分の子のことを心配していろいろ世話を

焼いたものということに覆る(諸訳注書も当然そのように解している)｡

しかし私のみるところではそうではない｡ ｢見しることもありけるにや｣･ ｢いとねんごろなるさ

まにいひかよひつつ｣･｢心ざLも夜ほざり覆らずおぼゆれども｣等の表現には,或る第三者的を気

配が感ぜられる｡実兼は,院にかくれてひそかに有明(法助)を作者に引き合わせたが,はからず

も作者に有明の子ができたことを知って,あわてて対策を講じようとしたのである｡

そのことは,つぎの25節の出産前後の記事にもうかがうことができる｡まず,

-･--その夜やがてかれにもおはしつつ,いかがすべきといふ程に, ｢まづ大事にやむよしを
�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"�"

申せ｡---･･･｣をどと,そひゐていはるれば　--｡ --　さらでの人はたれ訪ひくる人も夜け
�"�"�"�"�"

れば,そひゐたるに,その人はまた春日にこもりたりと披露して,代願をこめて,---･返事を
�"�"�"�"�"�"�"�"

ばするをど,ささめくも,いと心ぐるし｡
●   ●                ●   ●   ●   ●

という記事の, ｢かれにもおはしつつ｣の｢かれ｣は, ｢おはす｣という敬語からして有明をさす

と思われ,また｢かれにも｣とあるからには, ｢かれ｣のほかにもう一人いたわけである｡他方,
●　　　●
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｢そひゐていはるれば｣の主体(また, ｢そひゐたるに,その人は--･･･｣の｢その人｣)は,有明

ではなく,明らかに実兼である｡そして, ｢かれにもおはしつつ,いかがすべきという程に｣とは,

先に来ていた実兼に,有明も加わって(おそらく突発が呼び寄せたのであろう),作者を入れて3

人で,対策を相談し,結局実兼の意見通りに事がきまったのである｡

また, ｢いと心ぐるし｣や,同節の出産の記事の, ｢夜ほざり覆らぬ心ざLをみるにもいとか覆

し｣も,実兼が自分の子の出産でも覆いのに,親身に面倒をみて,いろいろ手配りをしてくれたこ

とに対する作者白身の複雑夜気持を言い表わしたものであろう｡

そして,この出産の場にも,実兼のほかに有明が居合わせたようにも思われる｡というのは,｢火

ともして見給-ば｣｢外(と) -出で給ひぬ｣とあるが, ｢あけぼの｣あるいは西園寺実兼に対して
�"�"�"�"�"�"�"

｢給ふ｣を用いた例は他には一個所もないからである(巻5, 117節の｢入道殿｣の場合を除く).

だがこの点は後考に倹つとして, 26節末尾の,

日かずすぎぬれば,ここ覆りつる人もかへりなどしたれども,百円すぎて御所さま-はまゐる
●   ●   ●   I   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

べLとてあれば,つくづくとこもりゐたれば,夜を夜なはへだてなくといふばかりかよひ給ふも

という記事は特に注目される｡産後日数が経って帰って行った人物は,実兼あるいは実兼の指示

で作者の世話をしていた人(諸訳注書は,いずれもこれを前者す夜わち実兼とする)であるが,そ

の後作者が里住みをつづけているところへ,毎夜のように通ってきた人物は,それとは別人であっ

たはずである｡同一人物であったならば,ここはこのような書き方はされをかったであろうし,前

者は敬語抜きで書かれているのに(｢か-りをどしたれども｣),後者には, ｢かよひ給ふ｣と敬語が

使用されている｡後者は有明であったに相違覆い｡

さてしかし,このように18-25節(22節を除く)の記事に有明が登場しており, 23節の作者が生

んだ女児(｢女にてさ-ものし給ひつるを｣･｢女にて夜どはみえわく程に侍りつるを｣)は, ｢あけ

ぼの｣でをく｢有明｣の子であった,ということに怒ると,それは,巻2第51節の,作者の,女児

との対面の記事と,つじつまが合わをく覆ってくる｡ 51節の女児については, ｢北の方をりふし産

したりけるが,夜くなりにけるかはりにとり出でてあれば-･･･-･｣と出産の際の事情がここではじ

めて語られていて,これが｢あけぼの｣ (実兼)の子であるとして書かれていることに疑問の余地

はをさそうである.

しかしまた他方, 18-25節(22節をのぞく),特に25節の女児出産の記事と,巻3の57-64節(59,

62節をのぞく),特に64節の有明の男児出産の記事との間には,内容上密接を連関があり,見様に

よっては両者酷似している｡ 25節と64 (および65)節との類似個所をとり出してみると,つぎの通

りである｡

(25節)｡その夜やがて彼にもおはしつつ,いかがすべきといふ程に----,人にかくともいは
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

ねば,ただ心しりたる人,一二人ばかりに{･-･･･-0 --･･･ふかき鐘のきこゆる程にや　-･
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●      ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●                              ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

ことなくむまれ給ひぬ｡･･--･さても何ぞと火ともして見給へば,うぶがみくろぐろとし{･-
●　　　■　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
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-'-'7　　　　かきいだきて,人にもいはず外-出で給ひぬとみLよりほか,又二たびその面影
●   ●   ●   ●   ●   ●                                 ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

見ざりしこそ｡----女にてさ-ものし給ひつるを,いかなるかたへとだに知らずなりぬると
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

恩ふも悲しけれども--･-･｡ -･･--夜を夜夜は-だてをくといふばかりかよひ給ふも,いつと
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

夜く世のきこえやとのみ,我も人も思ひたるも心のひまなし｡
●   ●   ●   ●

(64節)｡このくれには有明の光もちかさほどときけども, ---･ふけすぎてのちおはしたるも,
●   ●                                                                        ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

-･･･-･心しるどち二三人よりほかはたちまじる人も夜くて--･･･-0 --･･･あけ行く鐘とともに,
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

をのこごにてさへおはするを,をにの人かたともみえわかずかはゆげをるを膝にすゑて, --
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

･･･くどき給ふほどに　　-,夜ごりをのこしていでたまひぬ｡この人をばおほせのままにわた
●   ●   ●   ●   ●                                                                ●   ●   ●   ●   ●   ●

したてまつりて,ここには何のさたもをければ,蕗消え給ひにけるにこそ,をどいひて･･･-*-｡

･--･･･御心しる人のもとよりさたしおくることども,いかにもかくれをくやと,いとわびし｡

十一月六日のこと在りしに,あまりになるほどに,御おとづれのうちしきるも,そらおそろし
●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　　　　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●

きに----｡ ((｢十一月六日----｣以下は65節胃))

この両文を読み比べてみると,出産の時期が異なっていること(9月20日と10月末)と,生児が

男女異なることとを除けば,出生前後の状況はほとんど全く軌を一にしていることに気づかされる0

64節の場合は,実兼が介入していをいようにみえるけれども, ｢御心しる人｣が,諸訳注書にも推

測されている通り,実兼であるとするならば,この実兼は, ｢心しるどち二三人｣のうちの一人で

あって,この時もやはり出産の場に｢たちまじ｣つていたのであろう｡

さらに, 23節の,院がみた作者の密通の夢,および作者がみた懐姫の夢の記事と, 58節の,院が

みた作者の懐姫の夢の記事は,これまた酷似している｡

以上の諸点を考え合わせると,作者は,自分が生んだ｢あけぼの｣の女子と, ｢有明｣の男子

(両者とも,その出生時の記事に｢給ふ｣･｢おはす｣が用いられている｡これに反し｢有明｣の第2

子に対しては一切敬語を用いていをい((68�"69�"71節)))について,読者に真実を知られることを悼

る或る重大を秘密を持っており,その事情をありのままで夜く臆化して叙述しようとして,特に出

産の記事の場合に, ｢あけぼの｣およびその女児と, ｢有明｣およびその男児との関係をいろいろ入

れ替えたりをどして,ことさら紛らわしく仕立て上げたのではないか,と推測される｡この辺りの

真相を,作品の叙述内容からして見きわめることは至難のわざであり,またそれについての私の仮

説乃至試論を,今ここで詳細に展開する余裕もないので,その要点だけを略述して本稿を終ること

にする｡

1.巻1第7節に記された文永7年の東二条院所生の皇女は天折したのであって(これに関して

は記事の内外にいくつかの徴証がある),同じころ作者と実兼との間に生れた女児(後述の4.参照)

が,その身代りとされたであろう　(51節の, ｢北の方,をりふし産したりけるが,夜くなりにける

かはりに,とり出でてあれば｣の｢北の方｣は,虚構であって,実は後採草院正妃束二条院であった,

とみる)｡後探草院も東二条院も,この女児が,作者の腹に生れた院の皇女であることを終始信じ
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て疑わをかったであろう(51節･｢かやうのふたごころありとも,つゆしらせおはしまさねば,心

より外にはと思しめすぞいとおそろしき｣)0

作者に対する西園寺実兼の姿勢や立場は,彼女の愛人ということのほかに,むしろそれ以上に,

両統対立時の宮廷における,自家(西園寺)の権威を確立するために,後採草院女房として院の寵

愛の厚い彼女を政治的に利用する,という意図を含んだ冷静で打算的をものであったろう｡

文永7年のころには,西園寺家に括抗する洞院家は,実雄の女倍子(亀山天皇皇后)が文永4年

世仁親王(後宇多)を生み,また三女帽子(後採草妃)が文永2年願仁親王(伏見)を生んでおり,

実雄の権威は,若年の実兼を大いに圧迫していた｡実兼の妹嬉子(亀山天皇中宮)は天皇の寵薄く

文永4年以後は出仕せず,西園寺家出身の后妃は,大宮院(後採草･亀山両帝生母)を別とすれば,

後採草院妃東二条院公子(実兼の叔母)一人だけという状態で,その上,東二条院は文永7年出産

時にはすでに39才で,それ以後の皇子出産はもはや期待できなかった｡当時の実兼の焦慮のほどが

察せられる｡

2.巻3第64節の, ｢有明｣の第1子の出生は,巻1第25節に当る建治元年のことだったのであ

って,作品の叙述としては,脱化の必要上,上記の実兼の女児の出生をこれに置き代えたのであろ

う｡この男児は,おそらく後採草院妾房子(内大臣公親女)の所生とされ(63節･｢ことかたに,

こころもとなかりつる人がり,こよひをくて生れたるときくを,あをかまとて,いまださをきよし

にてあるぞ,ただいまも,これよりいできたらむを,あれ-やりて,ここのをを垂に覆せ.),のち

に征夷大将軍として束下した久明親王であったろう｡ (同親王は建治元年生)0

作者は,実兼の女児と,法助の男児とを,二人をがら後採草院皇子女として他にうばわれたので

ある(63節･｢あさからぬ御心ざLはうれしき物から,むかし物がたりめきて,よそに卓かんちぎ

りもうかりしふしの,ただにてもをくて,たびかさをるちぎりも悲しくおもひゐたるに----｣)0
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●         ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

後採草院皇子久明親王の征夷大将軍宣下は,関東申次西園寺実兼の尽力によるもので,その束下
●

は正応2年10月であったが,これに先立つ同年3月の作者の束下は,おそらくこのことに関係があ

り,後採草院と実兼とのせめてもの配慮によるものであったろう(87節,参照)0

3.作者が弘安2年に院御所を放逐されたのは,直接には東二条院の排斥によるが(巻3第70節),

その真因は,院皇女玲子内親王の実母たる作者の,院女房としての存在が,同内親王の今後にとっ

て障樽と覆ることがおそれられた,という点にあったであろう｡

建治3年に元服し,弘安2年には13才に覆っていた後宇多天皇に配さるべき后妃の候補者として

は,実兼あるいは西園寺家の持ち駒は,東二条院所生の10才の姶子内親王ただ一人しかなかった

(｢増鏡にも示唆されている通り,当時の亀山天皇と実兼乃至は西園寺家との関係からして,実兼一

女鐸子((9才)),二女瑛子((7才))には后妃と覆る可能性は薄かった)｡また本稿で述べたように,

弘安2年には初頭以来,後採草･亀山両院の和解のための動きが活発に覆っていたが,後採草院皇

女の入内は,この和解に貢献するものとして,殊に後採草院の側でひそかに期待されたところでは

夜かったろうか｡ (ただし,もちろんこの時は実現には至ら夜かった)0
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作者は,弘安2年3月,かの｢六条院の女楽｣に,祖父隆親(その背後には後探草院と東二条院

があったであろう)のいやがらせにあって御所を出奔し, 4月には実兼らの説得によって京に帰り,
●    ●    ●    ●    ●    ●

実兼のはからいで4月晦日,かの女児に対面させられ, 5-7月には,追い出しの口実作りの総仕

上げのように,臨月近い体で｢近衛大殿｣や亀山院の夜伽を強いられ,その後間もなく,院･実兼

の冷然たるあしら両こ送られて,最後的に院御所を退去したのであった(46-56, 62節)｡女児と

の対面は,女児の着裳の儀を控えての,実兼のせめてもの心遣りであったろう(｢天子に心をかけ,

禁中にまじはらせんことを恩ひかしづくよしきくも,人の宝の玉覆ればと恩ふぞこころわろき.)0

これとよく似たことが,弘安8年にも起った｡同年2, 3月の北山准后九十賓に,作者は大宮院のは

からいで出仕し, ｢遊義門院いまだ姫宮.の姿を垣間みることができたのであったが(72-77節),

同年8月にはこの姫宮の皇后宮冊立が実現した｡ (この時の皇后宮冊立は,単に名目上のものにす

ぎなかったとされているが, ｢増鏡.には,准后の賀の折りの天皇((19才))の, ｢姫宮.に対する強

い関心ぶりが記されており, ｢姫宮.は9年後の永仁2年に後宇多上皇宮に入った)｡

4.巻4･5の記事の主軸とも言うべき作者の五部大乗経書写の宿願は,後宇多上皇妃遊義門院の

皇子出産を祈念するものではをかったろうか｡そして,本書は, ｢-･･--今年のおをじ月日,御幸

((遊義門院八幡御幸))にまゐりあひたるもふしぎに,見しむば玉の御面影((作者の夢にあらわれた遊義門

院のそれ))も現におもひあはせられて,さても宿願のゆく末,いかがなりゆかんとおぼつかをく,年
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●     ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●       ●

月の心の信も,さすがむをしからずやとおもひっづけて･･---｣という徳治元年の記事で終ってい
●   ●   ●   ●   ●   ●       ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

るが,このことは翌徳治2年の遊義門院の尭去と,決して無関係では夜かろう｡ (注)

また巻5第130節の,遊義門院の御幸にめぐりあった時の記事に, ｢御幣のやくを西園寺の東宮権

大夫((実兼の子兼季))つとめらるるにも,太政入道殿((実兼))の右衛門督など申しし頃のおもかげに通
●   ●   ●   ●   ●     ●   ●      ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

ひ給ふ心ちして,それさ-あはれをるに･---｣とあるが,実兼が左衛門督であったのは文永6年
�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�"　　　�"　　　�"　　　�"

12月から同8年3月までであった｡
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

巻1の巻末第32節に, ｢---こよひは,束の御方まゐり給ふべきけしきの見ゆれば,･---局-

すべりたりしほどに,如法,夜ふかしとて,う-ぐちにたたずむ｡--･-･このほどはとにかくにつ

もりぬる日かずいはるるも,ことわりならずLもおぼゆれば,しのびつつ,つ倭ね-いれて,あけ

ぬさきにおきわかれLは,けふをかぎりの年の名残にはややたちまさりておぼえ侍りしぞ,我をが
●   ●   ●

らよしなき物おもひなりける｡恩ひいづるさ-袖ぬれ侍りて｣とあって,院の目を盗んでの｢雪の
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●       ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

あけぼの｣との年末の一夜の逢瀬がしみじみと感慨深げに回想されており,これは建治元年末のこ

とのように書かれているが,これこそは,実兼が亡祖父実氏の服喪を終って出仕し,左衛門督を兼
●   ●   ●   ●   ●   ●

任することになった直後の文永6年12月末のことであって,作者はその時懐推し,翌7年9月東二
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●

条院の御産とほぼ同じころに,のちに遊義門院と覆った女児を出産したのでは夜かろうか.

巻5の随処にみられる遊義門院に関する記事には,故後採草院-の追憶ということでは説明しき

れをいような,作者の或る特別の感情が流露しているが,わけても130節の,社殿の高い床から下

りわずらっている女院(この時37才)のそばへかけ寄って, ｢肩をふませおはしまして,おりさせ
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おはしませ｣, ｢いまだ御助をく侍りし昔は馴れつかうまつりLに,御覧じわすれにけるにや｣,と

｢いとど涙も所せく｣うったえた作者(この時おそらく52, 3才)紘,名乗り出ることの許されない

女院の生みの母だったのでは夜かろうか｡

(注)遊義門院尭去の徳治2年の翌延慶元年8月には,かの征夷大将軍久明親王は,将軍を廃され,その男守

邦王がこれに代った｡このこともまた｢とはずがたり｣の摘筆に関係なしとしない｡


